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序 章 歴史的風致の維持向上と「歴史的風致維持向上推進等調査」 

 

第1節 「小田原市歴史的風致維持向上計画」 

１ 計画策定の背景 
わたくしたちの小田原は、神奈川県の西部に位置し、天下の険として名高い箱根連山

や、相模湾、酒匂川
さ か わ が わ

などによって構成される豊かな自然、小田原城跡をはじめとする歴

史的資源に恵まれた地域である。 

小田原は、鎌倉後期以降箱根越えの東海道（箱根道）の宿として発展し、その後小田

原北条氏の時代にはその広大な領国の首都、江戸時代には城下町・宿場町として、人・

ものが行き交う交通の要衝としてにぎわいを見せた。明治後期から大正・昭和初期にか

けては、温暖な気候と風光明媚なこの地に、明治の元勲
げ ん く ん

山縣有朋
や ま が た あ り と も

や三井物産創始者の益

田孝（鈍
ど ん

翁
の う

）、近代を代表する詩人北原白秋など、多くの政財界人、文化人らが別邸など

を構え、小田原城内には御用邸も建築されるなど、別荘地・保養地としても注目を集め

た。 

また、小田原北条氏時代には、小田原城等の造営のため全国から優れた職人が集めら

れ、彼らによってもたらされた技術に小田原の豊かな自然の恵みが融合して、小田原漆

器や小田原鋳物などの工業製品が生み出された。蒲鉾・干物などの水産加工品や梅干し

などの農産加工品の誕生もまた、この時代に遡ることが知られている。 

これらを含め、長い歴史と固有の風土の中で培われた有形・無形のさまざまな要素を

基底として成立した小田原独特の文化は、宿場町・城下町小田原の中枢である小田原城

跡周辺の中心市街、由緒ある社寺等が多く残る板橋地区周辺などにおいて、祭礼行事、

芸能などとともに現在も引き継がれ、今に残る旧来のまち割りや歴史的建造物などと一

体となって良好な歴史的風致を形成している。 

しかし、現在、少子高齢化などの社会環境の変化に伴う、往時のなりわいや文化を今

に体験できる歴史的な建造物の減少、地域コミュニティの衰退、伝統産業や伝統文化の

写真序－2 小田原城天守閣と祭礼の神輿 写真序－1 小田原漆器 
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図序 小田原市歴史的風致維持向上計画の「重点区域」 

後継者不足などにより、小田原固有の歴史的風致が失われる恐れも生じている。 

こうした状況を踏まえ、小田原市では平成20年に制定された「地域における歴史的風

致の維持及び向上に関する法律」（以下「歴史まちづくり法」という）に基づき、小田原

固有の歴史的風致を守り育て、次世代へ伝え、小田原がもつ歴史的資源を積極的に活用

した、小田原らしいまちづくりを進めるため、平成23年5月に「小田原市歴史的風致維

持向上計画」（以下「計画」という）を策定した。 

2 「重点区域」（「小田原城下町区域」）の概要 

「計画」においては、小田原城跡を中心とし、古くからの祭礼やなりわいなど歴史と

伝統とを反映した活動が今もなお展開される小田原城跡とその周辺の区域、商家や町家

や社寺等の歴史的建造物が集積する「旧東海道の宿場町周辺」の区域、小田原城下の延

長として職人町が形成され、社寺や別邸・別荘などの建造物が数多くある「板橋地区周

辺」からなる区域を基本に、中世最大の城郭遺構として知られる「小田原城総構
そうがまえ

」の区

域及び「遺構保全域」を加えた、約 420ヘクタールの区域を「重点区域」として設定し
ている。 

3 「重点区域」における歴史的風致の維持向上 

この「重点区域」には、小田原城跡を中心に、国指定文化財等が数多く集積する一方

で、江戸時代からの町割りを今に残す市街地や由緒ある社寺、昔ながらのなりわいが行

われる商家等、近現代の政財界の要人たちの別邸・別荘などの歴史的建造物が所在し、
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写真序－3 小田原囃子 

そこでは江戸時代前後から続く神輿
み こ し

渡御
と ぎ ょ

、神輿に欠かせないお囃子（小田原囃子）や木

遣り、海や山の恵みを活用した蒲鉾などの製造や小田原漆器の製作、気候に適した梅や

みかん栽培などの伝統的ななりわいなどの人々の活動が営まれている。 
小田原市では、これらの歴史的風致について、これまでも様々な施策により、その維

持向上を図ってきたが、いまだ充分とはいえない状況にある。 
「重点区域」内において、歴史的風致の維持及び向上に寄与する施策を重点的かつ一

体的に推進し、歴史的建造物や伝統文化などの保存・活用、歴史的景観等に配慮した市

街地の環境整備などを図ることは、市民をはじめ小田原を訪れる観光客にも歴史的風致

の認識や理解、愛着が深まるだけではなく、小田原固有の風情が多くの人に伝わり、歴

史的建造物や伝統文化の継承、交流人口の拡大、観光振興など多方面にわたる効果を発

揮することが期待されている。 
4 板橋地区周辺に見る歴史的風致 

板橋地区周辺には、小田原北条氏の時代から続く寺院などが数多く現存している。こ

れらの寺院では、古くから庶民によって信仰されてきた宗教行事や民俗行事が、現在も

それぞれの歴史を受け継ぎながら行われており、寺院とそこで行われる伝統的な行事が

織りなすにぎわいや寺院の閑静な佇まいの

中に、地域に古くから伝わる歴史を感じる

ことができる。 
また、板橋地区には、小田原北条氏の庇

護の下、社寺の造営や小田原城の建設など

に従事する職人達が集められていた。 
そこでは豆腐店や畳店、木工業や石材業

など、昔ながらのなりわいが残されており、

その家々の裏手には、小田原北条氏によっ

て開鑿
か い さ く

されて以来、都市小田原の重要なイ

ンフラの一つとして機能してきた「小田原

用水」が今も水を湛え、歴史の深さを感じ

させる。板橋地区周辺のもう一つの大きな

特徴は、明治期以降、相次いで建築された

別荘や別邸などが数多く残されていること

である。眼前に相模湾を望み、背後に箱根

連山を控えた風光明媚な地勢、温暖な気候

に加え、古くから交通の要衝であったこと 写真序－4 板橋の下田豆腐店 
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写真序－6 老欅荘（ろうきょそう） 

などから、この地には、多くの政財界人や文

化人らの別荘や別邸が建築された。 
ことに山縣有朋による古稀庵、益田鈍翁に

よる掃雲台の建設は、当地における別荘建築

を加速させる大きな要因となり、以後、大倉

喜八郎をはじめ、松永耳
じ

庵
あ ん

、長谷川如
に ょ

是
ぜ

閑
か ん

な

どの別邸・邸宅が次々と建築されている。 
特に、実業家・茶人、また古美術コレクタ

ーとして知られる松永耳庵が、自ら収集した

古美術品等を展観するために創建した「松永

記念館」とその自邸「老欅
ろ う き ょ

荘
そ う

」は、そうした

板橋地区の歴史と文化の面影を今も色濃く残

す貴重な建造物となっている。 
このように、板橋地区周辺は、小田原北条

氏の時代から江戸、明治、大正、昭和とそれ

ぞれの時代の歴史と伝統が重層的に折り重な

った地域であり、地域に息づくなりわいなど

と、静かに佇む社寺仏閣や別邸等があいま

って、旧東海道周辺に、今も良好な環境を残しており、これらの保全・活用が重要な課

題となっている。 
 

第2節 「歴史的風致維持向上推進等調査」の活用 

1 歴史的風致の核となる歴史的建造物に関する課題 

小田原では、明治35年の大海嘯
だいかいしょう

（高波）や大正12年の関東大震災などの度重なる自

然災害に加え、昭和 20年のアジア太平洋戦争終戦日の未明に受けた空襲などによって、

多くの歴史的価値の高い建造物が失われた。 

また、民間が所有している商家や町家など、災害の難を逃れてきた建造物や災害後に

再建された建造物についても、所有者の高齢化や後継者不足、維持管理費の負担が大き

いことなどから、滅失や損傷が進んでいる状況にある。 

このような中、小田原市では歴史的・建築的に価値が高いと認められる建造物の保存

に努める一方、民間が所有する建造物の主なものについて、現状の把握等を行ってきた

ところであるが、これまで総括的な調査や研究が充分ではなかったことなどから、市内

にどの程度の歴史的建造物が残され、またその建造物がどのような状況におかれている

写真序－5 小田原用水 
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かなどの全体像について、充分に把握するには至っていない。 

このため、歴史的建造物の滅失や損傷を防ぐ手立て、そしてこれらの建造物を効果的

に活用していく方策が講じられておらず、市民をはじめ小田原を訪れる観光客たちの認

知度も低いというのが現状である。 

2 歴史的建造物の保存・活用の推進 

関東大震災以前の建造物がほとんど市域に現存しない中、現存する歴史的建造物が、

そこで行われる祭礼や各種のなりわいなどとともに織りなす情景は、地域の歴史や文化

を象徴する貴重な資源といえる。その歴史的・文化的な空間や時間を伝承していく道筋

を明らかにすることにより、わたくしたちは未来への希望と活力とを手にすることがで

き、さらには地域の発展や新たな小田原の価値の創出を期待できるようになると考えて

いる。 
このため、「歴史的風致形成建造物」（以下「形成建造物」という）の指定に基づく建

造物の保存・活用は、歴史的風致の維持向上をはかっていくうえで、最も優先すべき施

策の一つと考えている。小田原市では、平成 24年度に市有の建造物４件を「形成建造物」
に指定して、これに向けた取組を始めたところであるが、今後は民間所有の歴史的建造

物の「形成建造物」への指定に向け、関係者の理解と協力を得ていくことが必要である。 
民間所有の「形成建造物」の指定候補の中

には、現在も特定の用途で利用されているも

のも多いが、中には個々の事情により利用の

継続が難しくなり、滅失の危機にある建造物

もあり、それらのすべてを市が代わって所有

し、活用策を検討していくことは現実的には

難しい状況にある。 
一方で、小田原市は、行政運営にあたり、

命題のひとつに「新しい公共をつくる」を掲

げ、市民の力・地域の力を核として、行政と

の協働を育てながら、様々な公共的機能を市

全体として担うことを目指している。 
そこで、今回の「歴史的風致維持向上推進

等調査」に当たっては、歴史的建造物の価値

を明らかにすることで、その保全に向けた取

組みの必要性などに関する地域住民らの理解

を醸成し、そのために必要な地域的な取組み

写真序－7 蒲鉾店前を駆け抜ける神社神輿 

写真序－8 小田原宿なりわい交流館 
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の仕組みやネットワーク作りを進めるとともに、歴史的建造物の保存や活用を行政と市

民がともに考えていくというスタンスをとり、これを地域主体で保存し活用してゆくう

えでの課題等を抽出しこれへの対応策を検討することなどによって、持続可能で、より

確かな歴史的建造物保全のための制度やシステムの構築について検証してみることにし

たい。 
歴史的建造物の保全・活用に関しては、現実的な滅失の進行や、これに対応するため

の効果的なシステムの構築、維持管理や改修のための伝統的な技術の伝承など、課題が

山積している。小田原市としては、今後も、そうした課題への対応策を検討し具体化し

てゆくためのアイテムとして、この調査を有効に活用してゆきたいと考えている。 
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第1章 本調査の目的と視点 

 

「計画」では、小田原市の中心市街地の一帯と、その西に連なる板橋地域で構成され

る「重点区域」内の歴史的風致の形成に寄与する歴史的建造物 19件について、「形成建

造物」の指定候補（以下「指定候補」という）としている。 

これらについては、順次「形成建造物」に指定して、積極的な公開、活用を図ること

としており、平成24年10月には、小田原市公有の「指定候補」全4件が「形成建造物」

に指定（以下「形成建造物」の指定を「指定」という）された。 

しかし、この他の民間所有の「指定候補」15件については、いまだ「指定」に手がつ

いていない状況であり、これらについて、いかに活用し「指定」を進めてゆくかは、行

政の大きな課題の一つとなっている。 

その一方で、近年では、「指定候補」を含む、民間所有の歴史的建造物が、地域の歴史

的景観の保全や地域の振興・活性化等を図る上で枢要な要素となるものであるにもかか

わらず、空き家化し、用途の定まらないまま、先の見えない徒労感に満ちた税負担や、

維持管理・修繕等に関わる経費確保の困難さ等から、解体され撤去される事例が増加し

ている。なかには「指定候補」等の網にかからず、その存在さえ一般に認識されていな

いものも少なくない。 

このような歴史的建造物への行政の対応として、従来から展開されてきた施策に、公

有化が挙げられるが、これには限界があり、現在における上記のような状況の進行は、

その効果面での脆弱性を物語るものにほかならないといえよう。 

本調査は、このような公有化策とは別に、「指定候補」を含む民間所有の歴史的建造物

の活用を民間所有のまま推進しながら、その「指定」等に向けた道筋を探るための新た

な方策について提案するとともに、その効果・有効性等について検証することにより、

全国における「指定候補」を含む民有の歴史的建造物の保全・活用に向けた取組の促進

に資することを課題とすることにしたい。 

 
第 1節 小田原市における「歴史的風致形成建造物」、同「指定候補」の類型 
 まず、公有物件を含め、小田原市における「形成建造物」および同「指定候補」の活

用状況について、類型化を試みておくことにしたい。 

実際のところ、「形成建造物」の存在形態は単純ではなく、それにより、活用形態にも

異なる面が見られている。 

1 類型ａ：公有の「形成建造物」 

すでに述べたとおり、本調査実施中の平成 24年 10月、「計画」に載せられている全

19件の「指定候補」のうち、従来から行政の直営、ＮＰＯ法人への業務委託等により公

開・活用が図られてきた、公有物件4件が初めて「指定」され、「計画」の趣旨に沿った
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形で継続的に整備・活用が進められている。 

・松永記念館 小田原市板橋941-1 

実業家で茶人としても知られる松永耳庵（1875-1971）の茶室兼住宅 老欅荘（昭和

21年建築、登録有形文化財）、実業家 野崎広太の茶室 葉
よ う

雨
う

庵
あ ん

（昭和初期の建築、

昭和61年に市内南町より移築、登録有形文化財）、昭和34年、松永が自身の収集した

美術品を展観するために建設した美術館（現本館）・収蔵庫、及び庭園（日本の歴史公

園100選に選定）、新設の展示施設（別館）、葉雨庵の付属棟 烏
う

薬亭
や く て い

等からなる。 

現本館・収蔵庫等は、昭和54年に小田原市へ寄贈、老欅荘については平成11年に

建物、同12年に土地を小田原市が購入し公有化した。 

小田原市の博物館相当施設である小田原市郷土文化館の分館とされており、各種の

資料・美術品類の展示施設、松永・野崎に益田鈍翁を加えた「近代小田原三茶人」の

顕彰事業の拠点、或いは中心市街地の西に連なる板橋地域の交流・回遊拠点として、

市の直営で運営しているほか、板橋地区自治会・商店会等と市で構成する「板橋秋の

交流会実行委員会」による活用等が図られている。 

貸館事業も展開しており、施設の大部分を小会議や茶会・句会等への一般の利用に

も供している。 

・小田原文学館本館／別館  

小田原市南町2-3-4／同2-3-18 

土佐藩士の出身で陸援隊に所属し、その

後宮内大臣等の要職を歴任した田中光顕

（1843-1939）の別邸で、スペイン風洋館（現

本館。昭和12年の建築。登録有形文化財）、

純和風建築（現別館「白秋童謡館」。大正

13年の建築、登録有形文化財）の2棟と庭

園等からなる。また、この他、平成18年に、

小田原市内下曽我にあった芥川賞作家 尾

崎一雄の旧宅の書斎が敷地内に移築された。 

本館及び別館の土地と建物等は、平成 3

年から 6年かけて小田原市土地開発公社が

先行取得し、これを前提に、小田原市が、

同9年度から11年度にかけて本館の土地と

建物を購入、別館の土地と建物についても

平成25年度から26年度にかけて購入する

予定となっている。 

写真1－1 松永記念館 

写真1－2 小田原文学館（本館） 
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小田原市立図書館の付属施設 小田原

文学館として、市の直営による活用が図

られているほか、市と民間団体との協働

による「無尽蔵プロジェクト」１の一つ「文

学のまちづくり」の活動拠点ともなって

いる。 

・清閑亭
せ い か ん て い

 小田原市南町1-5-73 

旧福岡藩主 黒田家の当主で貴族院副

議長等を歴任した黒田長成
な が し げ

（1867-1939）

の別邸と庭園からなる。 

明治36年の建築で、平成20年に、小

田原市が土地と建物を購入し公有化した。

敷地が戦国期の小田原城の遺構の一部と

なっており、数百年の時を隔てる中世の

城郭以降と近代の建築とが複合したその

存在形態は、歴史・文化資産として特異

な光彩を放っている。 

現在、民間のＮＰＯ団体に管理運営を

業務委託する形で、「小田原邸園交流館」として活用が図られている。また「無尽蔵プ

ロジェクト」の一つ「ウォーキング・タウン小田原」の活動拠点ともなっている。 

2 類型ｂ：公有化による公開・活用が予定されている民間所有の「指定候補」 

上記の公有物件4件を除く16件は、現状において、すべて民間所有の物件であるが、

このうちの1件については、所有者から市への寄贈の意向が示されている。 

・無住
む じ ゅ う

庵
あ ん

（閑室） 小田原市板橋 

松永耳庵旧蔵の茶室兼あづま屋。昭和25年頃、近隣の古民家の部材を用いて建築さ

れたと考えられている。詳細は判然としないが、部材には明治期のものが見受けられ

ることが確認されている。 

現状において、公開と活用は行われていないが、今後、所有者との間で、所定の手

続きを進めた上で、類型ａに属する松永記念館の敷地内へ移築して、これと一体的な

活用を図ることが計画されており、寄贈による公有化に合わせて「指定」が予定され

ている。 

3 類型ｃ：「街かど博物館」２として公開・活用が図られている民間所有の「指定候補」 

民間の所有であり、公有化の計画もないが、すでに公開・活用の道筋がつけられてい

る物件も少なくない。 

小田原市では、地場産業関係を中心に商業施設等として現用されている、以下の７件

写真1－3 清閑亭 

写真1－4 無住庵 
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の「指定候補」について、「街かど博物館」に

指定し、所有者による商業活動＝なりわいを

紹介する等の形で、店舗の一部を公開するな

どしている。 

・済生堂薬局小西本店 

 小田原市本町 

薬調剤場・同販売用店舗として現用さ 

れている。登録有形文化財。 

大正14年頃の建築。内部に附属する薬 

種蔵は明治17年の建築。 

・籠
かご

常
つね

 小田原市本町 

明治26年創業の蒲鉾製造・販売業者 

の店舗として現用されている。 

大正13年の建築。 

・丸う田代 小田原市浜町 

明治初期創業の蒲鉾製造・販売業者の 

店舗として現用されている。 

大正13年の建築。 

・江嶋 小田原市栄町 

寛文元年(1661)の創業と伝えられる和紙、日本茶・茶器、海苔等の販売業者の店舗

として現用されている。 

昭和3年の建築。 

・下田豆腐店 小田原市板橋 

明治33年創業の豆腐製造・販売業者の店舗として現用されている。店内では、店の

歴史を紹介するパネル等の掲出も行われている。 

関東大震災後の建築。 

・石川漆器 小田原市栄町 

明治20年創業の漆器製造・販売業者の店舗として現用されている。ギャラリーが併

設され、「小田原漆器」の歴史や作例等が展示・紹介されている。 

・欄干橋ちん里う 小田原市本町 

漬物等の製造・販売業者の店舗として現用されている。 

4 類型ｄ：「街かど博物館」としての公開等を検討し得る民間所有の「指定候補」 

類型ｃに属する前記の7件と同様、商業施設等として現用されている次の3件につい

ても、今後、同様な手法による施設の公開・活用を進める道筋が開かれているといえよ

う。 

写真1－5 済生堂薬局小西本店 

写真1－6 江嶋 
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・だるま料理店母屋 小田原市本町 

創業明治 26年の日本料理店として現

用されている。玄関脇に建物に関する資

料コーナーを設けるなど、所有者独自の

取組みも行われている。 

登録有形文化財。昭和5年の建築。 

・籠
か ご

清
せ い

 小田原市本町 

文化11年(1804)創業の蒲鉾製造・販売 

業者の店舗として現用されている。 

大正13年の建築。 

・広瀬畳店 小田原市板橋 

畳業者の工房・店舗として現用されて 

いる。 

この他、かつて商業施設として使用さ 

 れていた次の1件の場合も、やはり同様 

な類型化が可能である。 

・鈴廣旧店舗 小田原市本町 

昭和30年頃まで、慶応元年(1865)創業

の蒲鉾製造・販売商の店舗として使用さ

れていた。 

店舗は、現在、「重点区域」外の別の場

所へ移転している。 

5 類型ｅ：所有者によって独自の形態で公 
開・活用が図られている民間所有の「指 

定候補」 

 民間所有の「指定候補」には、行政の施

策とは直接関わりのないところで、所有者

自身が独自の方法・形態によって公開・活

用を行っている事例もある。 

・古稀
こ き

庵
あ ん

 小田原市板橋 

内閣総理大臣等の要職を歴任した山縣有朋(1838-1922)の邸宅。明治 40年の建築で

あるが、すでに建物は撤去され、当時の遺構としては庭園が残されているのみである。

なお、昭和59年に門が復元されている。 

所有する民間企業により、毎週日曜日に、上記庭園部分の有料公開が実施されてい

る。 

写真1－8 鈴廣旧店舗 

写真1－9 古稀庵 

写真1－7 だるま料理店母屋 
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・津田家蔵 小田原市板橋 

 室町時代の後期から続いた紺染業経営者  

（屋号は「京紺屋」）の土蔵。 

現在は廃業しており、物品倉庫として利 

用されている。 

 定期的な公開などは行われていないが、 

所有者の意向により、地域の会合に利用さ 

れたり、町歩きイベントに合わせた公開な 

どが行われている。 

明治34年の建築。 

6 類型ｆ：公開・活用の目途が立っていな  
い民間所有の「指定候補」 

 民間所有の「指定候補」の最後の類型と

して掲げるのは、類型ｂからｄのいずれに

も該当しない、次の2件である。 

いずれも空き家化し、用途が定まってお

らず、今後の活用や「指定」に向けた筋道

が見えない状況である。 

・内野家住宅 小田原市板橋 

旧醤油醸造業経営者の店舗兼住宅。 

明治36年の建築。 

・共
きょう

寿亭
じ ゅ て い

 小田原市板橋 

大倉財閥の創業者として知られる大倉 

喜八郎(1837-1928)の別邸。民間企業の所 

有で、平成24年6月まで、割烹旅館とし 

て使用されていたが、現在では閉鎖され 

ている。 

大正9年の建築。登録有形文化財。「指

定候補」の中では、唯一「小田原ゆかりのすぐれた建造物」３にも選定されている。 

 

第2節 民間所有の「歴史的風致形成建造物指定候補」等の活用を進めるうえでの課題

と対応策 

1 喫緊の課題 

小田原市における、民間所有の「指定候補」の公開・活用に関しては、「計画」に、「所

有者の生活の場を阻害しないよう十分な協議の上」とあるように、所有者の意向との兼

写真 1－10 津田家蔵 

写真1－12 共寿亭 

写真1－11 内野家住宅 
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合い等の面で、公有施設の場合とは異なる困難さがあるが、第１節で見たように、現実

に、公開・活用が進められている事例も少なくない。 

「指定候補」を含む、民間所有の歴史的建造物の活用策として、現在実施されている

類型ｃの「街かど博物館」への指定は、商業施設等、なりわいを有する施設の活用にお

いて有効であり、今後も、制度・組織の拡充、これを前提として類型ｄへの適用の拡大

等を図ることによって、民間所有の歴史的建造物の活用に、大いに貢献するものと考え

られる。 

行政の関与の範囲外で活用が図られている類型ｅについては、多分に所有者の努力に

頼っている面があり、将来的な不安定さを免れない等の点に課題がある。当面は事なき

を得ているものの、中長期的視野に立った対策を検討しておく必要があろう。 

これらに対し、現在、空き家となり用途も定まっていない類型ｆの活用・保全策は、

喫緊の課題といわなくてはならない。しかも、このうちの内野家住宅については、経済

面での負担過重等により所有者から解体・撤去の意向も表明されており、閉鎖され無人

となった共寿亭も施設の劣化、荒廃化が進んでいる状況である。 

加えて、この種の「指定候補」は2件のみとなっているが、「指定候補」以外に目を向

ければ、同様な物件は、まだまだ数多く潜在しているのが実情である。民間所有の歴史

的建造物で、重要な歴史的価値を有する物件は、「重点区域」内のみならず、これ以外の

地域にも少なからず存在しているのである４。歴史的建造物の空き家化は、今や全国的規

模の問題となっている。 

2 公有化策の問題点 

これらの物件への対応として、従来から用いられてきた手法に、すでに見たとおり公

有化策がある。それは、たしかに確実な手法の一つということができよう。 
本調査に伴い実施した全国事例調査（以下「事例調査」という）５によると、民間所有

の「指定候補」や歴史的建造物の活用策として、「歴史的風致維持向上計画」の認定自治

体では 35自治体中 13自治体、それ以外の一般自治体では 33自治体中 10自治体が、公
有化策を選択している。公有化後の具体的運営に関しては、直営、指定管理、業務委託

という具体的な方策が用意されていることは、いうまでもあるまい。 
とはいえ、これは、莫大な購入経費を要する点で行政にとっては大きな負担となり、

いきおい、これによって保全し得る歴史的建造物の数は自ずと限定されざるを得ない点、

また、至急の対応を要する案件への適用に不向きであり、ややもすれば、時間切れによ

る貴重な歴史的建造物の滅失を招きかねないといった点に問題がある。とりわけ、前記

類型ｆに属するような、緊急な対応を要する物件への対応策として有効性を欠く点は、

大きな欠陥といわざるを得ないであろう。 

また、公有化に関しては、その執行面における具体的な方法論が固まっていない、公

有化すべき建造物の基準などが定まっていない、といった問題点もある。顧みると、そ
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れが、ある特定の貴重な歴史的建造物の解体の危機や、これに伴う保存運動の高まり等

を前提として、これまで、特例的、緊急避難的に進められてきた経緯があったことは事

実といわなくてはならない。 

「事例調査」に当たり、歴史的建造物について、これを「公有化する場合の基準や指

針等」の有無についての設問を設けたところ、「ある」と回答した自治体は、認定自治体・

一般自治体を通じて1件のみにとどまっている６。その一方で、これまでに歴史的建造物

の公有化を実施した自治体は、認定自治体では18件、一般自治体では21件に及んでい

た。 

公有化の理由としては、観光等の拠点として有望、所有者・地域住民の要望等が挙げ

られているが、基準や指針が定まらないまま、現実に公有化が進められてきた事実は、

やはり従来におけるその執行に計画性を欠く面のあったことを示しているのではなかろ

うか。 

小田原市の場合、類型ａの公有「指定」物件4件において、明確な活用目的をもって

公有化が進められた事例としては、松永記念館内の老欅荘の例が挙げられる。これより

前に、同館の主体部分は、所有者からの寄贈によって公有化されていたが、松永の旧居

宅である老欅荘については、これを含めた「茶室公園」の整備による「近代小田原三茶

人」の顕彰拠点の整備、これを踏まえた板橋地区の活性化を意図して購入に踏み切った

経緯があった。 

ただ、小田原文学館として現用されている 2件の場合については、その機能・用途や

活用形態等が明確に定められたのは、公有化を前提とした土地開発公社による土地と建

物の先行取得後のことである。清閑亭についても、その機能等がある程度固められるま

でには、公有化後、3年に渡る活用実験の実施を必要とした。 

公有化については、その実施手法そのものについて、今後慎重な検討を要するところ

といわなくてならない７。 

3 民間所有の「歴史的風致形成建造物指定候補」等を民有のまま活用するための方策 

いずれにしても、現状においては、類型ｆの保全・活用策として、既存の施策として

の公有化策を提示するのみでは、これらを含め、解体・撤去の危機に瀕した歴史的建造

物の保全・活用を図るうえで不充分といわざるを得ず、これを確実に推し進めてゆくた

めには、公有化策とは別の方策の創案も検討されなくてはならないものと考える。 

その際有効と考えられるのは、一つに、公有化ではなく、歴史的建造物を、現状の民

間所有のまま、活用してゆくための方策を検討する、という視点である。 

「事例調査」においても、民間所有の歴史的建造物の活用策としては、「公有化しない」

という回答が、認定自治体で16件、一般自治体で17件を占めており、何れも公有化策

の選択数を上回った。これは上記のような公有化策の問題点を反映した結果と見ること

もできよう。その一方で、歴史的建造物の管理・活用等に取組んでいる全国の住民組織
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においても、公有化を要望している事例は少ないという事実も注意される。 

「公有化しない」と回答した自治体の当該物件の活用に関するスタンスについては、

情報発信や改修・整備の面で関与する、行政としては関与せず所有者や住民組織に活用

を一任するとの回答が、認定自治体・一般自治体とも、それぞれほぼ同数となっており８、

問題の民間所有の「指定候補」等の活用を進めるうえでの課題に関しては、「所有者の財

政負担」の軽減、「行政の財源確保」、活用に向けての「所有者の理解」の獲得の 3点が

多数を占めていた。これに先に見た公有化策の問題点を勘案すると、民間所有の歴史的

建造物を民有のまま活用してゆくための方策において必要な要件としては、当面、次の

ような点を挙げることが可能と思われる。 

ａ保全・維持管理にかかる所有者の経済的負担の軽減。これについては維持管理にかか

る人的な負担を軽減する視点も必要となる。 

ｂ保全に向けた所有者の理解と意欲の醸成。これに向けては、所有者にとって活用が有

効であることを立証する必要がある。この有効性の認識に関しては、個々の所有者に

よって異なることが想定されよう。 

ｃ行政の経費負担の可能な限りの節減。 

ｄ行政の対応の迅速さ、柔軟さの確保。 

なお、空き家化した民間所有の歴史的建造物の活用は、当該地域の歴史的風致の維持

向上、及びこれに伴う地域の活性化への貢献が期待されよう。したがって、それは基本

的に、地域住民の主体によって担われることが望ましく、これを進めるに際しては、所

有者を含む或いはこれと密接に連携を有する地域住民を主体とした組織を編成するのが

妥当と考えられる。この点から、前記の 4点に加え、いま一つの要件として、次の点を
加えておきたい。 
ｅ地域組織の編成とこれによる保全・活用のための管理運営方式の構築。 

 以上のような点を勘案したうえで、類型ｆに属する民間所有の「指定候補」等の活用

促進に向けた実現可能な新たな方策として、ここでは、歴史的建造物を行政が一定期間

賃借して一時的に公共性を付与するとともに、地域住民による、その管理運営のための

組織を整えて、これによる維持管理・活用を推進し、住民組織の活動が軌道に乗った段

階で、必要な措置を講じたうえ、行政による賃借を打ち切り、当該建造物の管理運営等

を当該組織にゆだねる＝民に返す、という方式を提案することにしたい。 

賃借という形態を取ることにより、行政の経費面での負担は、公有化の場合に比較し

て著しく節減・平準化されることが想定され、それゆえに、支援を要する物件への迅速

かつ柔軟な対応や、場合によっては、複数案件への同時的な対応も可能となる。また、

所有者への賃借料の支払いは、所有者への経済的支援（＝実質的な固定資産税等の肩代

わり）となり得ることが期待されよう。さらに、賃借という限定された形ではあるが、

行政が歴史的建造物の保全に関与することによって、当該建造物の重要性や保存の必要
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性に関する一般の認識が高まり、民間の管理運営組織による保全・活用の活動に対し、

利用者や関係者に安心感を与えることもできると考える。また、純然たる公有施設では

制限されがちな、民間資金や民間活力の効果的な導入・活用等が可能となる、といった

効果も期待することができよう。 

4 本調査の実施方法 

上記のような視点に立って、調査を実施するに際しては、まず、対象・モデルとなる

歴史的建造物を定め、行政と所有者との間で賃貸契約を締結するとともに、当該建造物

の活用を進める地域組織を立ち上げることにする。 
そして、行政の賃借を前提として、住民組織による自律的・継続的な管理、活用等を

進めるために必要な要件となる経済的な基盤等を調えるため、民間資金の導入による一

定の収益の確保や、維持管理費を低減するための方策等について検討・調査し、これを

進めるうえでの課題等を抽出するとともに、その対応策等について検討を加えることに

したい。 
また、本調査の参照とするため、全国各地で、歴史的建造物の保全・活用等に当たっ

図1 調査概念図 
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ている住民組織、「歴史的風致維持向上計画」の認定自治体を中心に、そうした住民組織

の活動に関わり支援等を行っている自治体を対象として、すでに援用した「事例調査」

（アンケート形式）等を実施するとともに、モデルとなる歴史的建造物への来館者へも

アンケート調査を実施し、その保全・活用のための市民ニーズ等の把握に努めることと

する。 
 

 

註 

                                                   
１ 「無尽蔵プロジェクト」：市民と行政とが一体となり、無尽の英知と資源を活かして小田原の潜在的な
力を引き出し、新たな「小田原スタイル」の確立に取り組むプロジェクト。10項目の推進テーマが設定
されている。 

２ 「街かど博物館」：小田原の産業文化を多くの市民・来街者に周知するため、主に地場産業関連の店舗・
工場等の協力を得て、店の歴史や商品の説明などを行うミニ博物館として公開しているもの。運営に当

たっては所有者による館長会議を組織し、相互の連絡調整等を図っている。「小田原駅周辺エリア」「旧

東海道エリア」「板橋・早川エリア」の 3区画内において 18件が指定されている。 
３ 「小田原ゆかりのすぐれた建造物」：共寿亭のほか、静山荘（旧望月軍四郎別邸）、諸戸邸（旧諸戸清
六邸・岩瀬邸（旧岩瀬英一郎邸）の 4件が指定されている。 

４ 『ふるさと小田原の建築百景』(平成 5年／小田原市建築指導課)には、「重点区域」内を含む市内全域に
散在する歴史的建造物 100件が掲出されているが、このうち 86件が民間所有の物件となっている。 

５ 全国事例調査：詳細は第 5章を参照のこと。 
６ 唯一「ある」との回答があった自治体の場合も、重要文化財等の指定物件の公有化を内規で定めている
にすぎない。 

７ 公有化策については、高度な政治判断のもとでなされる場合があり、歴史的建造物の保全方法としては、
必ずしも一般化し得ない性格を有しているともいえる。 

８ 行政の関与の必要性を認める自治体の中には、そのための新たなスキーム作りを検討しているところも
あった。本調査の実施もまた、これと目的を一にする取組みとして位置づけることが許されよう。 
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第2章 対象物件 

 

 本調査の実施に当たり、まず、モデルとなる対象物件を定めることにする。 

これについては、第1章第1節において、類型ｆに掲げた民間所有の「指定候補」の

うち、内野家住宅（以下「対象物件」という）を選定することにした。 

１ 選定理由 

本調査において、当該「対象物件」をモデルとして選定した理由については、次のと

おりである。 

a緊急性 

「対象物件」は、すでに述べたとおり、一昨年、所有者の死去によって空き家化して

おり、固定資産税等の経済的負担の過重さ等から、相続人により解体・撤去の意向が示

されており、その保全に向けて、緊急に対策を講じる必要がある。 

b規模 

「対象物件」とともに、類型ｆに属する共寿亭は、敷地面積 10,439.32㎡、延床面積

1,256.62㎡で、規模において、やや過大な面があるのに対し、「対象物件」は、敷地面

積1,060㎡、延べ床面積836.65㎡となっていて、地域住民の組織による実験的取組みの

舞台により適したコンパクトな規模となっている。 

また、後述するように、母屋、穀蔵、文庫蔵、工場跡等の多様な施設で構成されてお

り、この点でも、実験的活用の素材として有効性が高いと判断される。 

c立地 

「対象物件」は、板橋地区を東西に走る旧東海道に面し、周辺の史跡・歴史的建造物

群のほぼ中央に位置している。また、徒歩2分という至近距離に、公有の「形成建造物」

図2 板橋地域周辺の歴史的風致を形成する建造物の配置状況 

対象物件 
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＝松永記念館（以下「公有物件Ａ」という）

が所在しており、これらの諸施設等との連携

により、板橋地区全体の歴史的風致の維持向

上を図る上で、大きな資質を有していると判

断される。 

この「公有物件Ａ」との連携については、

公有の「形成建造物」と民有の「指定候補」

＝「対象物件」との組み合わせによる、周辺

地域の歴史的風致の維持向上への効果を検証

する面でもモデルとなり得るものと考える。 

2 施設の概要 

 「対象物件」は、明治期に創業した醤油醸

造業経営者の店舗兼住宅である。 

現状では、2階建ての母屋とこれに接続す

る店蔵（商品倉庫）及び文庫蔵（書類倉庫）、

別棟の穀蔵（原料倉庫）、醤油醸造工場跡から

なる。 

母屋の建築年代は、現存する棟札等により、

明治36年と確認される。これに関しては建築

費用や使用した用材等について記した「明治

参拾伍年新築費支払帳」も遺されており、貴

重といえる。 
建築様式に関しては、「土蔵造り風町屋」と

称されており、旧東海道に面した母屋の前面

における徹底した防火対策のほか、石造アー

チやなまこ壁の採用などの和洋折衷風の意匠

に特徴が認められるという。 

この母屋の東側に接続する形で2層の店蔵、

北側に2階3層の文庫蔵が接続しており、西

側には、関東大震災後に平屋の「新座敷」ま

たは「隠居部屋」と呼ばれる和室が増設され

ている。文庫蔵と「新座敷」とは母屋1階か

ら出入りできる形でとなっているが、現状で

は母屋と店蔵との行き来は遮断されている。

また東側にもう一棟台所が付設されているが、

写真2－2 母屋(左)と店蔵(右) 

写真2－3 穀蔵（内部） 

写真2－4 工場跡(内部) 

写真 2－1 昭和初期の板橋界隈。右手奥に見えるの
が「対象物件」 
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これは昭和27年頃に増設されたものである。 

ちなみに、文庫蔵の建築年代は未詳であるが、明治44年以降に改築されていることが

確実とされている。また穀蔵及び工場跡の竣工は、それぞれ明治44年以降、大正初年頃

と考えられている。 

 小田原市内の歴史的建造物については、第1章で列記した「指定候補」物件を見ても、

大正 12年の関東大震災で倒壊し、その後に再建された事例が多いが、「対象物件」は、

この大災害に耐えた建造物としても、きわめて希少といえる。 

 なお、「対象物件」は、歴史的建造物として、神奈川県や大学関係者等からも着目され

るところとなっており、平成9年度から10年度にかけて行われた神奈川県による県内近

代和風建築の調査に際しては、東海大学教授 羽生
は に ゅ う

修二氏による実測調査等１が行われて

いる。また、本調査の実施期間中、改めて羽生氏による詳細な建物調査が実施されてお

り、その成果は『小田原市郷土文化館研究報告』第49集２に収録される予定である。 

3 所有者の意向 

平成 22年に所有者が死去して以来、「対象物件」は、後継者である現所有者が管理し
ている。空き家化し、いまだ用途が定まっていないこと、固定資産税の支払いが大きな

負担となっており、日常的な維持管理費等を含めると、将来に渡り個人的に維持するこ

とは困難な状態であるとの考えから、現所有者からは、一時は解体・撤去の意向も示さ

れていた。 
その一方、「対象物件」に関する地域住民の関心には高いものがあり、平成 23年 5月
の連休中、所有者の協力と理解を得て、施設の特別公開を実施したところ、2 日間で地
域住民を中心に 259人の観覧があり、今後も保存・活用すべきとの声が多く寄せられた
うえ、うち 40人ほどからは、これに向けた活動に参加してもよいとの意向も示された。 
また、これより前の同年 3月から、横浜市を拠点として歴史的建造物の維持管理・活
用等に取り組んでいるＮＰＯ団体が、定期的な清掃や資料整理、イベントの開催など、

「対象物件」の保存・活用に向けた取組みに着手しており、その着実で真摯な活動は、

所有者からも高い評価を得るに至っている。 
こうした状況の中で、所有者からは、今後 2年間程度は、解体せずに維持したいとの
意向が示されるに至っており、本調査への協力についても、一応の了解が得られたとい

う形となっている。 
とはいえ、個人所有の物件の賃借による活用等に際しては、所有者の意向が大きく作

用することが想定される。調査に着手するに先立って確認し得た所有者の意向は、概ね

次のとおりであった。 
ａ今後の「対象物件」の活用については、基本的に、地域住民が主体となり、行政と地

域とで活用するのが先代の意志でもあり、自分としてもその方向で進めたい。 

ｂ活動中の前記ＮＰＯ団体の活動には、全面的に協力したい。 
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ｃ当面の小田原市との賃貸契約の締結に関しては、了解した。 

ｄ特定の事業者による営利活動への「対象物件」の提供に関しては、賛同できない。 

ｅＮＰＯ団体であっても、営利主義的な活動に見えるものは、自分としては関与したく

ない。 

ｆ将来的な活用の目途がつかなければ、解体したい。 

 

 

註 

                                                   
１ 東海大学教授羽生修二氏による実測調査等：『神奈川の近代和風建築―神奈川県近代和風建築調査報告
書』所収（神奈川県教育委員会／平成 12年）。 

２ 『小田原市郷土文化館研究報告』第 49集：平成 25年 3月 15日発刊。 
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第3章 検討体制 

 

「対象物件」をモデルとした調査を進めるに際し、行政とともに、これに関わる事業

を推進し、その効果の検証に必要な検討体制を整えるため、地域住民による管理・活用

組織を立ち上げることとした。 
１ 構築の視点と手法 
第 1章で述べたように、地域の歴史的建造物の保全・活用は、地域住民が主体となっ
て行うことが望ましい。 
この場合、地域住民の管理・活用組織の編成に関しては、市内全域に及ぶ広域から構

成員を募ることも考えられたが、ここでは、より限定し、「対象物件」の近隣区域に在住

する住民を中心として、地域との密着度が高い組織として編成することとした。実践的

な活動を進めるうえでの利便性はむろん、地域住民による地域の歴史的建造物の管理・

運営自体に、地域との強い密着性が必要と考えたからである。 
このような編成方式は、将来的に、「対象物件」と同じ板橋地区内に点在する「公有物

件Ａ」をはじめ、古稀
こ き

庵
あ ん

、共
きょう

寿亭
じ ゅ て い

、掃
そ う

雲
う ん

台
だ い

（旧益田鈍翁別邸）跡等の歴史的建造物の管

理・運営等に地域住民の参入を図ってゆくうえでも有効と考えられる。また、立地条件

等の面で、利益追求の視点のみからは活用されにくい歴史的建造物の保全等を進めてゆ

くうえでも、有効な方式となることが期待されるのではないかと思われる。 
なお、こうした視点に立って住民組織を立ち上げるに際しては、当初から、必ずしも

将来的に「対象物件」の維持管理、保全・活用等を担うべき組織としてではなく、本調

査の遂行過程を経て、「対象物件」の保全・活用等にもっとも適合した編成・形態への移

行・変容が可能な、原基的な形態の組織をイメージして編成することとした。 
「対象物件」が所在する板橋地区については、祭礼等を通じて地域住民の結束力が比

較的に強く、地区内の「公有物件Ａ」を拠点として 10年以上続く官民協働の地域振興事
業を開催してきた実績もあった。この点を踏まえ、具体的には、これまで板橋地区のま

ちおこしを標榜して活動を続けてきた「板橋まちなみファクトリー」内における一つの

プロジェクトとして、地元自治会・商店会、

行政とのつながりが強い「板橋秋の交流会

実行員会」１等、既存の地域組織・集団等の

構成員を幅広く包含する形で、「対象物件」

の保全・活用等に取組む組織を立ち上げた。 
なお、将来的に「対象物件」の活用等を

担う住民組織としては、当該組織に含まれ

る自治会等の個別の既存組織、或いはこれ

を核とする形で新たに組織化されるであろ
写真 3－1 「公有物件Ａ」を会場として毎年実施さ
れている「板橋秋の交流会」 
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う、より広域のＮＰＯ的な組織等を想定している。 
2 「板橋まちなみファクトリー 内野邸プロジェクト」 
前記のような原基的な性格の住民組織（以下ＷＧという）の中核となる「板橋まちな

みファクトリー」は、小田原市のシンクタンク「政策総合研究所」（平成 12年設立）が
策定した「小田原千年蔵構想」に基づく「小田原遺産調査」の成果を踏まえ、平成 13
年 3月、板橋地区に残る蔵を活用した「蔵かふぇ」が実施されたのが機縁となって、平
成 14年 9月、板橋地区住民を主体とするまちづくり組織として設立された。 
その後、東京大学「都市デザイン研究室」との共同による埼玉県川越市等の先進地視

察や、小田原市との協働による「板橋秋の交流会」等を実施したほか、平成 15年には、
前記「都市デザイン研究所」との共編で『街道と用水が息づくまち 小田原板橋』２を発

行するなどの活動を展開してきた。 
しかし、近年、「板橋秋の交流会」に関しては、現在まで毎年 11月に継続的に開催さ
れているものの、同組織の活動は、諸種の事情によって休眠状態に置かれていた。今回

における「内野邸プロジェクト」の新たな設置は、「板橋まちなみファクトリー」がその

活動を再生させるうえで起爆剤となることも期待される。 
陣容は、既存の主要構成員のほか、地元の自治会（子供会・老人会等も一体）や商店

会の関係者、地元有志、地元に在住する市の職員、近隣に所在する博物館・美術館の関

係者のほか、「対象物件」の所有者からなる。また、小田原市から、本調査を所管する文

化部の職員（文化部長、生涯学習課長・同専門監ら）が事務局として加わった。 
なお、構成員が個人的な繋がりを有する者や、後述する施設の有料公開の際に実施し

た入館者アンケート３（以下「アンケート」という）において「対象物件」の保存活動へ

の参加希望を表明した見学者らに直接声をかけ

るなどした結果、最終的な人員は 20 名ほどにま
で拡大した。 
国土交通省と小田原市との業務委託契約４の締

結に先立って、3回にわたる準備会を開催し、同
契約締結後の8月6日には第1回の定例会を開催
した。 
以後、「対象物件」の維持管理・活用等に関す

る事業に従事するとともに、毎月一回の定例会等

の場で、維持管理・活用のためのルールづくり等

に当たるなどした。 
なお、組織の意思決定や、各種の具体的な作業

を迅速に進めるため、所有者と代表及び事務局か

らなる小グループを編成し、アンケート調査、リ
写真 3－2 『街道と用水が息づくまち 小
田原板橋』 
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ーフレット作成等の業務に関しては、担当者を選任して作業を進めた。 
【準備会の開催経過】 

第1回(6/5)：自己紹介・構成員の拡充等について ほか 

第2回(6/19)：貸館規定について ほか 

第3回(7/1)：貸館規定・利用申請の受付方法について ほか 

【定例会の開催経過】 

第１回（8/6）：施設公開の方法について ほか 

第２回（9/3）：穀蔵・店蔵の整理について ほか 

第３回（10/1）：施設の有料公開の開始について ほか 

第４回（11/5）：10月の施設有料公開の結果、現地視察・アンケート調査について  

ほか 

第５回（12/3）：11月の施設有料公開の結果・事業効果について ほか 

第６回（1/7）：事業効果検証・成果取りまとめについて ほか 

第７回（2/4）：2月・3月の自主事業について ほか 

 

 

註 

                                                   
１「板橋秋の交流会実行委員会」：板橋地域の自治会・商店会等と小田原市で構成される。平成 14年度以
降、毎年 11月に「板橋秋の交流会」を開催している。 

２ 『街道と用水が息づくまち 小田原板橋』：板橋まちづくり雑誌第 1巻。平成 15年 11月 23日発行。 
３ 入館者アンケート：アンケート用紙については資料 20に掲出。アンケート結果については第 6章を参照
のこと。 

４ 当該契約は平成 24年 7月２４日付で締結された。 
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第4章 実施計画と結果 

 
本章では、本調査において実施した具体的な取組みに関し、まず計画の概要を掲げ、

これを踏まえた実証実験の実施結果や見出された課題等について、具体的に記録する。 

なお、これにもとづく調査成果についての取りまとめ等に関しては、原則として、終

章において行う。 

 

第１節 民間所有の「歴史的風致形成建造物指定候補」等の活用促進に向けた行政の賃

借による活用の有効性の検証 

1 実施計画 

行政の賃借による民間所有の歴史的建造物の活用促進策について、その有効性と問題

点を検証する。 

これについては、まず「対象物件」において、行政の賃借を前提とした、地域住民の

組織による各種の活用実験等を行うため、所有者との間で賃貸契約を結び、その規定内

容の妥当性や盛り込むべき条項等、また、これを前提とした活用の効果・問題点等につ

いて検証する。 

2実施結果 
(1)賃貸契約の締結 

これについては、本調査の実施にかかる国土交通省との業務委託契約の締結後（7 月
24 日付）、ただちに行った（8 月 1 日付）。内容は、小田原市を借主、「対象物件」の所
有者を貸主とする賃貸契約１（以下「契約」という）である。契約内容は、ひとまず行政

が執行する通常の賃貸契約の内容に準じるものとした。 
調査期間中における地域住民組織による「対象物件」の諸活用、及びその前提となる

作業等のための借用を前提とし、会合、有料公開や各種の催事、貸館、清掃や施設の整

表4－1 賃貸料の支出状況（単価 7,500円） 

年 月 借用日数（累積） 賃貸料の額（累積） 

平成24年8月 9 67,500 

平成24年9月 9（18） 67,500（135,000） 

平成24年10月 14（32） 10,5000（240,000） 

平成24年11月 6（38） 45,000（285,000） 

平成24年12月 4（42） 30,000（315,000） 

平成25年1月 11（53） 82,500（397,500） 

平成25年2月 15（68） 112,500（510,500） 

平成25年3月 5（73） 37,500（547,500） 
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備等に関する作業を行う場合等、必要に応じて賃借することにし、賃借料は、近隣の歴

史的建造物の使用料２を参照して、1日につき7,500円（光熱水費３を含む）とを定めた。 

なお、実質的な使用時間は、有料催事や貸館等の用途によって異なることが想定され

たが、所有者との協議等を踏まえ、借用時間の長短に関わらず日額として賃借料を支払

うことにした。 

賃借に際しては、借用原簿４を作成し、借用日と借用目的等を記録した。賃貸料の支払

いは、月締めとし、毎月月末に借用原簿に記された使用日数を集計し、これをもとに賃

借料を算定して、所有者の指定する銀行口座に振り込んだ。 

(2)賃貸契約の内容、効果等の検証 

契約内容について 

所有者と「契約」を締結した後、各種の活用を企画しこれに着手してほどなく、次の

ような問題が浮上した。 

ａ賃借中に生起した事故への対応策が明確でない。 

ｂ利用者との各種のトラブルへの対応策が明確でない。 

ｃ所有者の所有する物品の盗難への対応策が確立されていない。 

ｄ施設の開錠・施錠への責任ある対応のあり方が明確でない。 

ｅ住民組織の活動に必要な施設の原状変更への対応について、明確な方針がない。 

ＷＧでの協議等の結果、ｃに関しては、後述するボランティア組織を核とした監視体

制の強化、盗難の危険性のある備品類の文庫蔵への収納など、管理体制の強化を図るこ

と、ａに関しては、当面、同様な監視体制の強化と危険防止策の実施（段差への対応等）

で対応すること、ｂのトラブルへの対応に関しては、所有者の強い要望を踏まえ監視員

に相応の能力を有する者を含めること、ｄに関しては、賃借人である市職員が対応する

こと、などを定め、所有者から一応の同意を得ることができた。 

ａ～ｃに関し、「契約」では「賃借人は目的物件を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない」（第6

条）とし、賃借人の活動により生じた事故等への責任を

負うべきものとしている。これは、賃借人が注意義務を

怠った場合の対応として規定したものであり、賃借中の

事故等に関しては賃借人が責任をもって対応する意向で

あった。 

この意向については、幾度かにわたり所有者へ説明し

たものの、所有者の持つ、活用に伴う事故やトラブルの

責任が貸借人のみならず所有者にも及ぶ可能性に対して

の不安を完全に解消するには至らなかった。 

ｅに関しては、賃貸人＝所有者より今後の用途が定ま写真4－1 急で狭い母屋の階段 
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らない段階での固定的な原状変更は避けた

い、との申し入れがなされたものである。 

これについて、「契約」においては「賃借

人は目的物件の原状を変更しようとすると

きは、事前に賃貸人に申し出なければなら

ない」（第6条の2）としており、所有者と

協議した結果、原則として、必要に応じて

改変可能な仮設的な作事で対応することと

した５。 

契約内容に関しては、以上のほか、貴重な歴史的建造物を賃借する場合における、建

物保全のための特記的な条項を加味することの必要性の有無がが問題となった。 

・建具や家具、壁面等の加工、変形等の制限（柱への釘うち、資料の鋲止めの禁止）。 

・活用に伴い、家具や建具等が破損、汚損した場合の対応、修繕の実施方法。 

・清掃方法に関する制限または指定（水ふきの禁止等）。 

・立入制限区域の設定（所有者の生活の保全等の視点）。 など 

 上記のような内容は、基本的には、前記「契約」第 6条の規定に包摂されるものであ

り、小田原市が公有物件の活用をＮＰＯ団体に委託する際の契約にも、これと類似する

条項が見られるが、細々とした詳細な規定は盛り込まれていない。 

この問題は、どちらかといえば住民組織が「対象物件」を公開し貸館に供する際の見

学者・利用者への監視の強化、注意喚起によって解決すべき面があり、結論としては、

貸館に際しては、施設使用に対して発行する「施設利用許可証６」に、これに関する事項

を注意事項として組み込むことにし、施設公開に際しては、施設案内を兼ねる監視員の

配置を充実させることにより対応に万全を期すことにした。これにより、活用に伴う破

損や汚損への対応に関しては、損傷を与えた者に対応を求めるが、それが特定できない

場合は、前記注意義務への違反として、賃借人により対応することを確認した。 

次に、「契約」では、所有者が「公租公課を負担する」としている。所有者による税負

担の義務＝賃借人への転嫁の禁止を明記したもので、通常の賃貸契約にあっては当然の

条項であるが、「対象物件」の場合に限らず、所有者の固定資産税等の負担は重く、個人

が歴史的建造物を維持、保全してゆくうえで大きな障害となっている事実があることか

ら、これへの対応策の検討は行政の大きな課題の一つと判断された。 

行政の賃借を前提とした活用の有効性と課題 

後述する施設の有料公開の際の入館者の声を聞くと、行政の賃借による活用に関して

は、期待されたとおり、来館者から公有化に準じる方式として受け取られており、多分

に観念的な面もあるが、行政の関与が安心感を与えているようであった。 

また、「アンケート」によると、「対象物件」の扱いに関しては、保全・活用を求める

写真4－2 文庫蔵で展示中の貴重な調度品類 
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声が圧倒的に多く（解体するとの意見は280件中1件のみ）、市の関与を前提に、「対象

物件」の歴史的建造物としての重要性に関する認識も広まったと見てよい。これも期待

どおりの結果であった。 

次に、賃借料については、最終的に547,500円（73日分）を支出した。今回の調査で

は、前記した所有者の不安感等への対応が不充分であったあったこともあり、賃借日数

が予定より大幅に縮減される結果となったが、所有者がもっとも負担と感じている固定

資産税の負担を実質的に軽減させる効果はあったと認められる。「契約」上の課題等を克

服し一定日数以上の賃借の実施によって、実質的に市が固定資産税を肩代わりすること

は充分可能といえる。 

ただ、実際の活用にあたっては、次のような課題も浮き彫りとなった。 

ａ行政の賃借により一定の公共性は付与されたが、基本は個人所有であり、活用事業の

展開等が所有者の意向に左右される面があった。この点に関し、賃借人としては、賃

貸人の意向を重視せざるを得ない。 

ｂ施設そのものの保全・整備等に要する経費が、原則として、賃貸人＝所有者の負担と

なる。 

ａの所有者の意向については、当初から、ＮＰＯ団体や企業による営利的な活動への

使用に対する否定的な見解等があったが、これに関しては、調査が進行するにつれて、

徐々にではあるが所有者の理解を得ることができた。ただ、些細なように見えても、賃

貸契約の存立に直結する性格を有する問題は少なくなく、実際に、賃借や活用事業の実

施が危ぶまれる場面もあった。 

ｂの改修・整備費については、すでに指摘したとおり、「事例調査」でも多くの自治体

が、その負担の軽減を課題として掲げていた。賃貸契約の締結を前提とした場合におい

ても、施設本体の維持管理に関わる部分、経年劣化や不可抗力（天変地異や騒乱・暴動

等）等による損傷への対応は、基本的に賃貸人＝所有者の負担とされる。 

むろん、ＷＧの活用に必要な範囲においては、所有者との合意を前提に、賃借人の負

担により、一定の改修等を加えることができる。これに関して本調査では、すでに述べ

たとおり、すべて仮設的な対応とする（現実的には消耗品類の購入による対応が基本と

なる）こととしたが、一般には、恒久的な施工を行うことも可能とされる。ただ、行政

が賃借人である場合、民間所有の物件の改修への公費の投入には、議会での説明をはじ

め高いハードルがあることも事実であり、賃貸契約を前提として、どこまで公費の投入

ができるかは、検討すべき課題の一つといえる。 

改修・整備にかかる所有者の費用負担に関しては、行政の支援とは別に、第 2節で述

べる住民組織の活用による一定の収益の確保等が重要な取組みの一つとなる。 

なお、所有者の経費負担に関連し、本調査において難航した案件として、不要な廃棄

物の処置の問題が挙げられる。当初、母屋内については、所有者や、ＷＧに先行して「対
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象物件」の活用に着手していたＮＰＯ団体による整理が行われていたが、文庫蔵・穀蔵

は廃棄物の山となっており、これらの公開等を行うには、その処理が必須の状態となっ

ていた。所有者としては、これをすべて処分する意向であったが、協議の末、各種の生

活雑貨のほか近代地場産業関係の遺物・帳簿類等、資料となるものについては選別し、

文庫蔵に収納して保管・展示することし、廃棄対象は穀蔵等に集積させた。 

問題となったのは後者の処理であり、これについて所有者からは、今後の「対象物件」

の活用に必要な作業であり、市への人的支援・物的支援（搬送車両の提供等）、経済的支

援（処理費の負担）等の依頼があったが、賃借を前提とするとはいえ、個人所有の廃棄

物の処理は個人負担によるのが原則、という庁内的な認識を崩せず、結果的に具体的な

支援策としては、一部の人的支援を実施するにとどまった。 

行政の賃借による歴史的建造物の活用については、緊急避難的な案件への対応も念頭

に置いており、「対象物件」のみならず、廃棄物処理への対応を求められる場面は充分想

定される。その意味で、これは、必ずしもレアケースではないのであり、有効な対応策

を検討しておく必要があるものと考える。 

 
第 2節 民間資金の導入による活用事業の収益性の検証と維持管理費の低減を図るため
の方策等の検討 

1 実施計画 

将来的な地域住民による管理・運営の自立的な遂行を見据えて、次のような取組み等

を展開し、その効果等について検証する。 
(1)収益性に関する検証 

①自主事業による収益の確保―各種の有料催事等を実施して収益性等を検証する。 

・有料催事（施設の有料公開・講演会・見学会・資料展示等）の実施。 

・貸館の実施。 

・施設案内リーフレットへの有料広告の掲載。 

・募金箱の設置。 

②民間企業・地元商店会・ＮＰＯ団体等との連携・活用招致―他組織との協力関係の構

築を踏まえた維持管理・活用等を行い、その有効性・収益性等を検証する。 

・地元商店会等の活用の招致。 

・ＮＰＯ団体等による活用の招致。 

(2)経費削減効果に関する検証 

①維持管理費の低減化に向けた事業の展開―住民組織の構成員を主体とした維持管理、

小田原職人学校構想７との連携による修繕等の実施方法等を検討し、その経費節減効

果を検証する。  

・施設の維持・修繕のための技術指導等 
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・公開修理講座の実施に向けた検討 

・施設の修理、維持・管理を兼ねた体験教室的催事の実施 

②ボランティア・サポーターの育成―地元住民による保存活用の気運を醸成し、その組

織化のための方策を実施して、これによる経費節減効果等を検証する。 

・アドバイザーの招聘等 

・維持管理のためのボランティアの組織化 

なお、上記(1)(2)の検討調査の実施に際しては、板橋地区周辺一帯の歴史的風致の維持
向上を見据え、「対象物件」に近接する「公有物件Ａ」との連携や機能面での役割分担、

また公有民営の形で、国指定史跡小田原城跡との連携により「重点区域」内中心部の歴

史的風致の維持向上に貢献しているもう一つの「形成建造物」である清閑亭（以下「公

有物件 B」という）での活動との比較検討といった視点にも留意したい。 
2 実施結果 

(1)収益性に関する検証 

①自主事業による収益の確保 

これに関し、「公有物件Ｂ」においては、近接する小田原城跡への来訪者を招致するた

め、お休み処的な喫茶の提供とこれに絡めた各種有料イベントの実施によって収益を挙

げており、その収益は別の有料催事の開催経費、小破修繕等に充てられている。 

「対象物件」の場合、「公有物件Ａ」をはじめ、近隣に見学可能な歴史的建造物群や史

跡が密集しており、「対象物件」での滞留よりも回遊を重視すべきこと、また、ＷＧ自ら

が有料催事の企画に関しいまだ充分なノウハウを有していない、等の理由から、ＷＧで

の検討の結果、「公有物件Ｂ」等では実施していない施設の有料公開と貸館の実施を主体

として収益の確保を試みることにした。 

ただ、「アンケート」の結果を見ると、「対象物件」においても、喫茶への要望は少な

くなく、合わせて呈茶の実施も計画し効果を検証することにした。 

また、施設の認知度やステイタスの向上等の面から、「公有物件Ｂ」の場合のような相

応の経費を費やしたグレードの高い有料催事の実施も必要と考えられたが、これについ

ては、当面、所有者と親密な関係を有する前記ＮＰＯ団体の企画催事を誘致する形で、

施設の周知を主目的とする補助的な事業として実施し、併せてＷＧ構成員の、催事の企

画に要するノウハウの取得に向けた体験的指導等を受ける機会とすることとした。この

場合の当該団体の貸館料は無料とし、収益もすべて当該団体のものとした。 

また、地域との連携による催事の企画・実施の手法について研究するため、板橋地区

の別の住民組織の催事を招致しその実施に協力した。こちらに関しては、収益を伴う貸

館方式により実施した。 

むろん、ＷＧの自主企画による有料催事の実施も目指すこととし、その際には、主に

観光客を対象とする催事を展開している「公有物件Ｂ」では実施していない形として、
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地域住民を主たる対象としたもの、また地元板橋地区の歴史的風致に根差した内容での

開催を重視することにした。 

自主事業による収益の確保に関しては、実施事業による収益と、維持管理費及び事業

にかかる経費等をもとに効果を検証した。その際、本調査において行政の負担を前提と

している賃貸料は事業経費から除外し、光熱水費については、前述のとおり賃借料に含

むものとした。 

 

 

・維持管理費―光熱水費・消耗品費等 

事業収益の使途 ⇒ ・小破修繕費―工事費・原材料費等 

             ・有料催事等の開催経費―講師謝礼等（可能な限り縮減） 

 

 

なお、事業収益については、ＷＧにおける協議の結果、原則として、主に維持管理・

修繕費等に振り向ける方針を定めた。修繕に関し、大規模なものについては、現実に、

やはり行政の経済的支援等を仰ぐ必要があるにしても、日常的な小破修繕等に要する経

費は、可能な限り独自に確保するというのが目標である。ただし、本調査においては、

収益金の使途に関し、委託金同様、修繕費への充当が認められていないことから、収益

金の執行はこれに適合する形で行った。 

施設の有料公開 

先にふれた文庫蔵・穀蔵・工場跡等における廃棄物の処理作業の終了後、10月 13日

より、これに着手した。 

これに先立ち、ＷＧの準備会、次いで定例会において、「施設公開規定８」を定めた。

入館料については、当初300円、その後150円（中学生以下は無料）に変更し、開館時

間は10時から15時30分とした。 

入館者数の目標としては、「対象物件」に近接し、安定した入館者実績を有する「公有

表4－2 施設有料公開の実施状況 

 ― 日時 入館者数(1日平均) 収益額 備考（工夫した点等） 

第1回 10/13-21 134(14.8) 20,100 「板橋秋の交流会実行委員会」催事に合せて実施 

第2回 11/10-11 68(34) 10,200 
「板橋秋の交流会実行委員会」催事、まちづくり会
社による回遊バス運行に合せて実施 

第3回 11/23-25 88(29.3) 13,200 まちづくり会社による回遊バス運行に合せて実施 

第4回 1/12-14・19・20 437(87.4) 65,550 タウン誌に広告掲載・報道機関への情報発信を実施 

第5回 
2/2･3･9-11・16-17・
23-24・3/2-3 484(44) 72,600 

タウン誌への広告掲載・報道機関への情報発信とも
に自主企画の催事と組み合わせる形で実施 

 計 30日間 1.211(43.3) 181,650        ― 
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物件Ａ」の1日の平均入館者数（無料。特別な展示を実施する場合は有料）が64.7人と

なっていることから、当面その半数の30名（入館料としては4,500円）を目標値として

設定することとした。金額的には、入館料を収納する現金取扱い責任者（市雇用の臨時

職員）の賃金の日額に相当する程度の額となる。 

実施状況は、表 4－2のとおりである。11月の第 3回以降、暫くの間、施設公開を実

施しなかったのは、所有者より、施設の管理上の問題について前記のような不安が示さ

れたためである。ただその後、施設案内を担うボランティア組織の編成とその活動の開

始等を踏まえ、1月のＷＧ定例会において、1月の第4回以降の施設公開の実施、2月以

降については、各種の自主企画の実施と組み合わせた本格的な施設公開を展開してゆく

方向性が確認された。なお、これに合わせて施設案内表示用のイーゼルやブラックボー

ド、立ち入り区域制限用のジョイント-パーティション、ＷＧ構成員・ボランティア用の

揃いの法被・名札等を手配することにした。 

実施日に関しては｢施設公開規定｣で「週末を中心に、月間 2週程度の範囲内」で定め

ることにしたが、第 1回については、地元組織の催事に合わせ、ウィークデイを含めて

実施した。また入館料は、当初「施設公開規定」で通常 300円、催事との併催となる場

合は150円としたことから、催事との併催となる第1回においては150円を徴収した。

しかし、実際のところ、休日においては、相応の入館者があり収益性に期待がもてたも

のの、平日については極めて厳しい結果となったため、その後のＷＧでの討議の結果、

第 2回以降は、基本的に休日・祝日のみを公開日とし、入館料についても、入館者の反

応等から300円は過重と判断して「施設公開規定」の規定を150円に改めた。 

なお、実施に際しては、来館者増進のための方策として、まず次のとおり、ＮＰＯ団

体、別の地域組織との連携による催事を開催した。前記のとおり、これは、ＷＧ構成員

による自主企画の開催に向けたノウハウの取得も目的としており、ＷＧ構成員は、催事

当日の見学等はむろん、催事開催前後の清掃や参加者募集の面で協力した。 

【講演会】 

・ＮＰＯ団体主催(9/9・10/13・10/14)（収益は主催ＮＰＯ団体。入館料は無料） 

・「板橋秋の交流会実行委員会」主催(10/13・2/3)（10/13無料。2/3入館料徴収） 

【見学会】 

・ＮＰＯ団体主催(9/9・10/14・12/2)（収益は主催ＮＰＯ団体。入館料は無料） 

・「板橋秋の交流会実行委員会」主催(10/13・2/3)（10/13無料。2/3入館料徴収） 

・地元ＮＰＯ法人主催(2/23)（入館料徴収） 

【資料展】 

・「板橋秋の交流会」主催(10/13-20・2/2-3)（10月は無料。2月は入館料徴収） 

次いで、2月・3月の第5回有料公開に際しては、ここでの経験を踏まえ、次のような

自主企画による催事を併催した。 



 - 35 - 

【自主企画】 

・元ソプラノ歌手による講演会「小田原に生きて－鯵・蒲鉾、そして白秋」（2/24）。お

でん実費。参加者：43名 

・内野邸文芸朗読会 弥生の巻(3/2-3)。参加料500円（入館料150円を含む） 

  3/2 参加者：26名 収益：9,100円（＠350円×26名） 

  3/3 参加者：34名 収益：11,900円（＠350円×34名） 

・呈茶会(2/23・3/3)。呈茶代実費。3月3日は、雛祭り呈茶として、「公有物件Ａ」・同

「Ｂ」等との連携により開催。 

・資料展「100年前のお雛様」「(2/9-11・16-17・23-24、3/2-3)。「公有物件Ａ」・同「Ｂ」

との連携により開催。「公有物件Ｂ」主催の「雛祭り邸園めぐりツアー」では、

14名が入館した。 

・資料展「板橋の至宝 石工青木家文書」(2/9-11)。 

これらの催事は、入館者の増進という所期の目的に関しては相応の効果を発揮したと

考えている。ただ、自主企画に関しては、それ自体による収益性の追求も求められる。

この点、文芸朗読会に際しては、参加費として一人 350円を徴収し、上記の収益を計上

したが、2回の資料展においては、施設の構造面での制約のため入館料のみの徴収にと

どまった。また元ソプラノ歌手による講演会におけるおでん代、呈茶会における呈茶代

は参加者による実費負担とした。自主企画自体における収益性の追及は、今後の大きな

写真4－4 穀蔵を会場とした自主企画の実施状況 写真4－3 施設有料公開の実施状況 

写真4－5資料展「板橋の至宝 石切青木家文書」 写真4－6 資料展「100年前のお雛様」 
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課題といえる。 

施設の有料公開に際しては、当初から案内チラシ９の配布(毎回)、ポスターの掲示等を

行ったが、その後順次、まちづくり会社で運行する回遊バス利用者への公開情報の提供

依頼(第2・3回)、箱根のリゾートホテルに滞在する宿泊客への周知(第3・4回)、タウ

ン誌への公開情報・催事開催情報の掲出(第4回)、「こゆるぎ通信」１０による報道機関へ

の情報提供(第4・5回)等も試みた。このうち「こゆるぎ通信」に対しては、4つの報道

機関から反応があり、取材が行われた(神奈川新聞社・神静民報社・ポスト広告・小田原

ケーブルテレビ)。 

 なお、「対象物件」に関し、市では、当初から板橋地区全域の史跡・歴史的建造物の案

内拠点としての機能の発揮を期待しており、有料公開時にもこれらの案内情報の発信（催

事案内を含む）等を行った。しかし、来街者の間では「公有物件Ａ」等の認知度が高く

（いまだ同館を目的とする来街者が大多数を占める状況）、実際には目立った効果を発揮

し得ず、この点の機能拡充は今後の課題として残された。ちなみに、この面での「対象

物件」の機能を強化するため当初から計画していた周辺史跡案内板の設置については、

その歴史的建造物としての景観的保全等の面から見送っていたが、第 4回以降の施設有

料公開の本格的な展開に目途がついた段階で、撤去可能な仮設的な形で「対象物件」の

出入り口付近 2箇所に設置した(2/8)。また、「対象物件」については駐車場がなく、車

での来館に不便となっている。これに関しては、2月の第 5回の公開から近接する「公

有物件Ａ」に付設された駐車場の利用を認めることとした。 

 

図 4-1は、施設の有料公開における事業経費と収益額との比較を示したものである。

事業経費のうち、現金取扱い責任者賃金は、入館料(＝公金)を出納するゆえに配置が必

要となった市雇用の臨時職員の賃金（施設公開案内チラシの配布や公開に向けた準備作

業等にも従事）、広告料は、タウン誌への施設公開及び催事開催情報等の掲載料、消耗品

費は、案内スタッフ用の名札・法被等の購入費１１である。これに関しては、スタッフ用

の名札・法被、立ち入り制限表示用ジョイント-パーティション等の初期投資的なものを

含んでおり、「アンケート」記載用鉛筆等の継続的な購入を要する物品の調達経費につい

ては、今後大幅な縮減が見込まれる。収益は全額入館料となっている。 

いずれにしても、事業経費の全体に対する収益金による補填率は、34パーセントほど

図4-1 施設有料公開における収支比較 

事
業
経
費 
533,818円 
▲現金取扱い責任者賃金 ＠849円×45時間×28日＝106,974円 
▲広告料 ＠52.500円×2回＝105,000円 
▲消耗品費 321,844円 

 

収
益
額 

181,650円 
●入館料  
＠150円×1,211人＝181,650円 
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表4-3 「対象物件」の施設使用区分と使用料 

    ― 母屋（定員5０名） 穀蔵（定員３０名） 

午前（9時～12時） 800円  400円 

午後（13時～17時） 1,000円 500円 

夜間（18時～21時） 1,000円 500円 

という結果であ

った。 

貸 館 

母屋と穀蔵に

おいて実施する

こととし、母屋に

ついては8月1日、穀蔵に関しては10月13日より着手した。 

これに先立ち、ＷＧの準備会・定例会において、「施設利用規定１２」「施設利用案内１３」

「施設利用許可申請書１４」を策定した。また、施設使用料については、周辺施設等の事

例１５を勘案しつつ、同様にＷＧの定例会において表4-3とおり定めた。貸館時の施設の

開閉は、市またはＷＧ関係者で対応した。 

有料の貸館利用については、結果的に5件・18日間にとどまっており（内訳としては

板橋商店会1回、地元組織2回、ＮＰＯ団体と市民グループが各1回）、これについては、

利用の拡大が最大の課題として残された。利用率の低さの要因としては、一つに近隣施

設との競合の問題があるものと判断された。 

図4-2に示したとおり、事業経費としては、燃料費と消耗品費１６、収益は貸館使用料

であり、これによる事業経費の補填率は16.7パーセントであった。ただ、暖房器具、会

議用の机等の備品類に関しては、当面所有者より提供を受けており、今後、備品類の初

度調達に相応の経費を要することが見込まれる。 

 

施設案内リーフレットへの有料広告の掲載 

「対象物件」の施設案内リーフレットを作成し、これに有料広告を掲載して広告掲載

料を徴収した。広告掲載料は1件5,000円とした。 

リーフレット自体は、施設案内情報の掲載を主眼とし、東海大学による建物調査の成

果、小田原職人学校構想関係者の建物評価の結果等を踏まえて作成した。有料広告掲載

のスポンサーとしては、最終的に地元の商店会と保育園経営を行う地元寺院の協力を得

た。順次増刷が必要であり、これに当たってはスポンサーを拡大してゆくことが課題と

なる。 

図4-2 貸館における収支比較 

事
業
経
費 
165,625円 
▲燃料費  暖房用灯油  1,818円 
▲消耗品費 防寒用カーペット等  163,807円 

 

収
益
額 

27,700円 
●貸館使用料 
 27,700円 
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図 4-3に示したように、事業経費は、印刷製本費のみであり、これに対する収益は広

告掲載料で、これによる事業費の補填率は8.7パーセントであった。 

 

その他 

(1)の①に関しては、この他、募金箱の設置についても検討を加えた。 

「対象物件」の保存・活用の必要性は、「アンケート」結果を見ても、一般の理解を得

られたものと考えられ１７、募金箱の設置は、維持管理費等の捻出に大きな貢献をなすこ

とが想定された。だが、公にすべき募金の使途が確定できていない状況にあっては実施

したくないとの所有者の意向を踏まえ、調査期間中の実施には至らなかった。 

「事例調査」の結果を見ると、収入源として募金を選択した住民組織は 2件にとどま

っており、これを重要な収入源と見ている組織は皆無であった。また施設の有料公開に

おける入館料自体に募金的な意味合いがあり、来館者からは募金には重複感があるとの

指摘も聞かれた。この点から、募金の実施に関しては、比較的規模の大きい修繕のため

の費用調達等の特定の目的を明示して、臨時的に呼びかけるなど、適正で効果的な名目

の設定が必要と判断された。 

②民間企業･地元商店会・ＮＰＯ団体等との連携・活用招致 

地域住民を主体とする形で歴史的建造物の管理・運営、活用等を効果的に進めてゆく

ためには、行政が結節点となって、歴史的建造物の維持管理等に精通したＮＰＯ団体等

との交流、資金面での調達や商業活動等のより幅の広い活用を含めた民間企業等との協

力関係を構築するなど、民力を結集する必要がある。 

まずＮＰＯ団体等に関しては、①で前記のとおり、有料公開事業の効果の拡大に向け

た施設の周知、ＷＧ構成員による催事企画に要するノウハウの取得のための補助的な試

みとして、所有者と繋がりのある団体による有料催事を招致することとし（収益なし）、

その他地元の団体等に対しても「対象物件」を会場とした、或いはこれを活用した有料

催事の開催等を求めた。 

民間企業・地元商店会に関しては、①で記した施設案内リーフレットにおける広告主

を募集したほか、各種の物販や商品ピーアール等の収益事業への活用等を求めることに

した。 

なお、ＮＰＯ団体等による活用に際しては施設使用料（前記①に関わるものを除く）、

図4-3 リーフレットへの有料広告の掲載における収支比較 

事
業
経
費 

114,000円 
▲印刷製本費  ＠57円×2,000枚＝114,000円 

 

収
益
額 

10,000円 
●広告掲載料 
10,000円 
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民間企業等の活用に際しては施設使用料及び収益金の一部を徴収し、収益として計上す

ることとした。 

地元商店会等による活用の招致 

第2章の3「所有者の意向」において述べたように、「対象物件」の所有者からは、営

利行為のための特定の事業者による施設の活用には、否定的な意向が示されていたが、

その後、本調査の目的や意図等を説明した結果、一応の理解を得ることができたため、

実施の運びとなった。 

これにより「板橋秋の交流会実行委員会」が主催する毎年の恒例的な催事「板橋秋の

交流会」の実施に合わせ、同実行委員会を構成する板橋商店会が「対象物件」内の穀蔵

前に出店し物販を行った(11/11)。天候が悪く「板橋秋の交流会」自体も途中で取りやめ

となったこともあって、売り上げは不調であったが、地元板橋商店会等に対しては、以

後も継続的な活用を求めた。しかし、同会を含め、「対象物件」の物販への活用に関して

は、その後現在まで、利用の申し出はなく、検証事例はこの一件のみに終わった。 

 

◆板橋商店会による物販の概要◆ 

内 容：木工品・箱根細工小物、果実等の販売 

売 上：3,590円 

収 益：359円（収益の10パーセント）（穀蔵前を使用のため貸館料は徴収せず） 

 

なお、物販については、有料公開時における、母屋 1階の旧店舗スペースでの実施に

ついても効果の検証を計画したが、調査期間中においては実現しなかった。 

この他、「対象物件」の商業関係者への周知を図り、この面での活用を模索するため、

小田原市商店街連合会に依頼して、市内商業関係者による「対象物件」の施設の評価・

見学会を実施し、その商業施設としての資質等を検証するとともに、具体的な活用策に

ついて意見や提案等を徴した(2/14)。 

「対象物件」＝醤油醸造・販売という、なりわいにちなんだオリジナル・グッズ(醤油

のミニ・ボトル、屋号や商品ロゴをデザインに取り入れたＴシャツ等)の開発と販売、石

垣山一夜城跡等を含む周辺一帯の観光資源を活用した小田急電鉄との連携による東京方

面からの観光客の誘致等の提案のほか、母屋・文庫蔵・穀蔵・工場跡等の諸施設の商業

利用の方策に関しても、商業従事者ならではの視点からの提案がなされた。 

なお、この施設見学会に際しては、地元商店会との連携による地域活性化の視点が重

要とする意見が提示された。地域の歴史的建造物の活用に関しては、地元の意向が第一

であり、中長期的視野に立って、地元商店会の活性化を視野に入れた活用計画の策定が

必要である、という考え方である。この指摘は、民間資金の導入による地域の歴史的建

造物の保全・活用を進めてゆくうえで非常に重要な視点ではないかと思われたが、地元
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商店会からは、極端な活動の拡大に関し消極

的な考え方が示されており、この点について

は、地域全体の課題として、今後踏み込んだ

協議を要するところといえる。 

 この他、小田原の名産品である蒲鉾の製

造・販売業を牽引する大手企業に、商業関係

者を対象とした「対象物件」の活用講座、こ

れに関わる講演会の開催、同社による物販等

の実施を打診したが、現在までのところ具体

化していない。 

ＮＰＯ団体等による活用の招致 

 収益（貸館使用料）を伴うものとしては、10月に「板橋秋の交流会実行委員会」が主

催する催事で 1週間にわたる穀蔵の連続活用があり(10/13-21)、これに連携する形で、

「対象物件」においても初の施設の有料公開を実施した。催事は各日盛況であり、連携

効果は充分に認められた。同実行委員会では、2月にも「対象物件」を利用しており(2/2-3)、

何れの場合にも、「対象物件」を会場とする講演会(10/13)、資料展示(10/13-21・2/2-3)、

その見学会を含む板橋周辺の歴史的建造物や史跡散策(10/13・2/3)が実施された。 

また、後述する「小田原の文化と教育を語る会」の活動(2/24)も、「対象物件」の活用

形態としては、これに該当するものである。同会は、従来より市内東部の会場を拠点と

していたが、同西部や中心市街地における活動拠点を模索しており、この点がＷＧによ

る「対象物件」活用の利害と一致した。今後も、「対象物件」における継続的な事業展開

が予定されている。 

この他、施設の有料公開に合わせて、「公有物件Ｂ」の管理等に当たっている地元のＮ

ＰＯ法人「小田原まちづくり応援団」が開催する街歩き催事に「対象物件」の見学を加

えるよう求め(11/11参加45人・2/3参加43人・3/3参加14人。入館料を徴収）、小田

原城跡を中心に史跡案内を行っているＮＰＯ法人「小田原ガイド協会」に対しても、観

光客の「対象物件」への誘導の面で協力を依頼した。 

図 4－4に示したとおり、これらに要する経費はＮＰＯ団体等によって賄われており、

写真4－7「板橋秋の交流会実行委員会」主催講演会

図4－4 ＮＰＯによる活用等における収支比較 

事
業
経
費 
  

収 
益
額 

16,700円 
●施設使用料 
 16,700円 

 

０円  
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基本的にＷＧの経費負担は生じていない。収益は、貸館に伴う施設使用料である。 

(2)経費削減効果に関する検証 

有料催事等を展開し一定の収益を確保し得ても、維持管理や修繕等に要する費用を全

面的に確保することは困難と判断されることから、維持管理費等そのものの低減化を図

ることを目的として実施する。 

①維持管理費の低減化に向けた事業の展開 

現在、金沢市の事例などに学ぶ形で企画されている小田原職人学校構想（以下「学校」

構想という）と連携し、ＷＧ構成員が、自ら「対象物件」の維持管理を進めてゆくため

に必要な知識、情報の提供や技術指導を受けるとともに、その今後の展開に向けた試行

的な事業の場として「対象物件」を提供することにより、修繕費の縮減を図る方策等に

ついて検討を加えた。 

また、障子の貼替えや建具の衣更え等、軽易な維持管理に関しては、地域住民らが楽

しみながら技術を習得する研修会的な形での実施を試みた。 

これについては、本来的な維持管理費・修繕費等の積算と事業展開に要した経費等を

もとに費用削減効果等を測定する。 

施設の維持・修繕のための技術指導 

ＷＧの第2回定例会において、「学校」構想関係者より構想の現状等について説明を受

け（9/3）、次いで同関係者との間で、実施に向けた協議を行った後(1/6)、左官・建具等

の職人を招致し、「対象物件」の建物評価、ＷＧ構成員へとの維持管理等に関する意見交

換等を行った(1/27)。 

また、歴史的建造物の修繕や伝統技術に詳しい大工棟梁を招聘し、「対象物件」の建築

部材評価を実施して、その特色について解説を受けた(2/16)。 

公開修理講座の実施に向けた検討 

同様に「学校」構想との連携等により、建築・建具・造園・左官・畳指・屋根葺き・

板金・塗装等の各種職人による「対象物件」の要修理箇所等の点検、修理費の積算を行

写真4－9 「小田原の教育と文化を考える会」主催に 

よる「親子で論語の素読＆掃除体験」 

写真4－8 「板橋秋の交流会実行委員会」主催資料  

 展 
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い、これを踏まえて古建築の整備・改修等に関する座学を含む有料の公開修理講座（体

験施工を含む）を実施し、収益を挙げるとともに、改修・修繕費の低減化を図ることを

計画した。実施に際しては、ＷＧ構成員による幅広い知識等の習得、多様な教材の提供

の観点から、「公有物件Ａ」・同「Ｂ」の活用も視野に入れることを検討している。 

これについては、いまだ実施までに至っていないが、各種の職人からは、先にふれた

建物評価（1/27）に際し、構想の具体化に向けた実験的試みとして有効である、中庭を

実地研修の会場として利用できる、ことに左官技術の面で多様な技法が用いられている

等の点で「対象物件」がその舞台として適している、との評価を得ており、次年度以降、

具体的な展開を図ってゆくことを検討している。 

施設の修理、維持・管理を兼ねた体験教室的催事の実施 

維持管理費の節約と参加者の技術の取得を目的とした研修をかねて、地域住民とＷＧ

による障子の貼替え・衣更え研修（9/16・17・22・23）、軽微な修繕等の維持管理を進め

る際に要する木工作業技術を習得するための製材・釘うち・ネジ止め等の木工作業研修

を実施した(3/6)。これらについては、それぞれの技術に通じた地域住民が、ＷＧ構成員

や地域住民を指導する形で行った。 

また、もう一つの試みとして、先にふれた「小田原の教育と文化を考える会」の主催

図4－5 体験学習的催事の実施における経費節減効果 

事
業
経
費 

20,379円 
▲消耗品費 
障子紙等 5,283円 

  教材用材木等 15,096円 
 

本
来
的
経
費 

86,598円 
■障子貼り等経費（賃金対応） ＠849円×5人×4時間×4日＝67,920円 
■除草経費（賃金対応） ＠849円×3人×4時間＝10,188円 
■清掃費（賃金対応） ＠849円×10人×1時間＝8,490円(2/23) 

 

収
益
額 

800円 
●施設使用料 
 800円 

 

写真4－10「学校」構想関係者による建物評価の様子 写真4－11 障子貼替え研修 
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による子供の清掃体験を主眼とした催事「親子で論語の素読＆清掃体験」の開催を招致

した(2/24)。この事業は、同会への貸館の形で実施したため、清掃経費の削減とともに

貸館収入を計上することができた。 

図4－5に示すとおり、実際に事業に要した経費は、障子紙等の消耗品類であり、これ

と、本来同等な業務を臨時職員の雇用等によって実施した場合の経費とを照合すると、

節減額は66,219円と算出される。また、これとは別に、施設使用料として800円の収益

があった。なお、前記の子供の清掃体験については、子供 9人のほか、大人（保護者）

10人の参加があったが、上記の清掃費における本来的経費に関しては、大人 10人分の

みを積算している。 

②ボランティア・サポーターの育成 

地域住民による地域の歴史的建造物の維持管理・保存に向けて人材を発掘・育成し、

ＷＧと密着した実働的なボランティア集団を組織して、人件費等の低減化を図った。 

具体的にはアドバイザーの招聘や住民独自の勉強会を企画・開催し、これを基盤とし

てボランティアの組織化を図った。 

これについては、ボランティア組織の立上げとその活動実績等を指標として費用削減

効果等を検証する。 

アドバイザーの招聘等 

これに関しては、戦前・戦中頃の「対象物件」の状況を知る古老からの聞取りを行っ

た(12/7)ほか、歴史的建造物の維持管理と活用に精通しているＮＰＯ団体の代表より、

歴史的建造物の維持管理に関する講義を受けた(12/24)。 

前者に関しては、実施時間を夜間に設定したためＷＧ構成員のみを対象としたが、後

者については幅広い参加を求めたところ、地域住民を中心に 28名の参加があり、「対象

物件」への関心の高さが示された。 

これより前の11月11日に実施した「対象物件」の構造等に関する勉強会を機にボラ

ンティアの一定の組織化が進んでおり、上記講義には当該構成員も参加した。それゆえ、

この講演は、ボランティア構成員の拡

大も期待して実施したものであった

が、この点は果たされなかった。ただ、

継続的に活動するボランティアには

参加できないものの、「対象物件」の

保全等に協力的なサポーターの枠を

拡大する点では効果が認められ、その

後に実施した自主企画の催事におい

ては、この講演への参加者からも協力

を得ることができた。 写真4－12 アドバイザーによる講演風景 
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維持管理のためのボランティアの組織化 

第 3回の施設有料公開(11/23-25)より、板橋地区住民のボランティア組織を主体とし

た事前・事後の施設清掃及び案内ガイドを開始し、年末には大掃除を実施した(12/22)。 

清掃に関しては、1月の第 4回の施設有料公開以降、公開日初日の公開前に実施する

形を定着させた。構成員の意識は高く、清掃・案内にとどまらず、来館者向けサービス

にかかるアイデアの提言等もあった。 

また構成員は、ＷＧ構成員も含め、定期的な清掃と親睦を兼ねる等の形で勉強会も開

催している(12/22以降、清掃日等の機会を捉えて適宜に実施)。 

当初の構成員は、日ごろから交流のある主婦5名であり、年齢層は40代から60代と

なっている。ＷＧ構成員の一部もこれに加わった。組織としては、リーダー1名を選出

し、これとＷＧが連携をとりながら、従事日や従事内容の調整等を図っている。 

構成員は、その後11名に拡大したが、いまだ人員的には不足しており、持続的な施設

公開の実施等には、構成員の拡大が必要である。また、モチベーションの面での低下傾

向が見られていることから、これについても効果的な対応がなされなくてはならない。

「対象物件」のボランティアに関しては、「対象物件」を活用した正月や節句に即したし

つらえの実施等に関する希望が出されており、入館者増進の観点からも具体的な実施を

検討する必要がある。 

図4－6に示したように、アドバイザー謝礼・消耗品費１８等、実際に要した事業経費と、

本来同等な業務を臨時職員の雇用等によって実施した場合の経費とを照合すると、節減

額は137,982円と算定される。 

 

 

註 

                                                   
１ 賃貸契約：当該契約書の書式については、資料 4に掲出。 
２ 近隣の歴史的建造物の使用料：松永記念館老欅荘＝7,000円（9時～16時）旧横浜ゴム平塚製造所記念
館 9,150～18,700円（9時～21時）、熱海市起雲閣＝1,500～9,000円（任意の 5時間）など。 

図4－6 ボランティア組織化における経費節減効果 

事
業
経
費 

28,718円 
▲アドバイザー謝礼等 22,160円 
▲消耗品費 清掃用品等 6,558円 

 

本
来
的
経
費 

166,700円 
■清掃費(賃金対応) ＠849円×4名×1時間×7回（実施日数）＝23,722円 
■大掃除費（賃金想定）＠849円×6名×4時間×1回（実施回数）＝20,376円 
■ガイド料（賃金対応）＠849円×2名×4.5時間×16日（実施日数）＝122,256円 
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３ 光熱水費：「対象物件」の光熱水費（賃借日以外については不使用と想定）は日額で 168～257円程度
の間で推移しており、平均値は 212円程度となっている。 

４ 借用原簿：資料 5。 
５ これに関する具体的事例としては、穀蔵の照明器具が挙げられる。穀蔵は、元来、醤油醸造用の原料を
貯蔵する倉庫であり、照明としては、100ワットの白熱電球 2灯が備えられているのみであった。ただ、
同蔵は、資料展示、各種催事の会場としての活用が期待されており、そのためには、相応の照度を確保

する照明器具の設置が必要とされた。これについては、所有者と協議の上、蛍光灯と配線素材を購入し

（国土交通省委託金を使用）、ＷＧ構成員が仮設の照明装置を設営することにした。なお、電源用のコ

ンセントの設置等は、所有者が自費により施工した。 
６ 施設利用許可証：資料 13。 
７ 小田原職人学校構想：平成 22年 10月に開催されたシンポジウム「小田原の木の文化を考える」におい
て、小田原は歴史と文化が溢れる木の文化の町であり、これほど近代和風建築が集積しているところは

ない、それゆえ現存する小田原の古建築を活用した「職人学校」を創設すべきとの提案がなされたこと

が契機となった。その後、関係者により実現に向けた議論が行われているが、いまだ具体的な方向性等

は示されていない。 
８ 施設公開規定：資料７。 
９ 案内チラシ：資料 9に第 5回の際のものを掲げておいた。 
１０ 「こゆるぎ通信」：小田原市で実施している記者クラブへの情報提供方式。市の各所管が、管轄する催
事その他に関する情報を所定の書式で取りまとめメディアに提供する。 

１１ 施設の有料公開のために購入した主な消耗品類は次のとおり。施設案内表示用イーゼル・ブラックボー
ド(34,608円)・立ち入り制限区域設定用ジョイント-パーティション(100,800円)・アンケート記入用鉛筆
及び鉛筆削り(2,758円)・名札(5,040円)・傘立て(16,296円)・数取器(1,260円)・立ち上り用杖(3,582円)・
案内スタッフ用法被(157,500円)等。 

１２ 施設利用規定：資料 11。 
１３ 施設利用案内：資料 15。 
１４ 施設利用許可申請書：資料 12。 
１５ 周辺施設等の事例：松永記念館老欅荘／午前午後とも 1,000～1,500円、同葉雨庵／午前・午後とも 1,500
円、同烏薬邸：午前・午後とも 1,000円。 

１６ 貸館のために調達した主な消耗品は次のとおり（施設有料公開用も兼ねる）。折畳みカーペット(38,500
円)・穀蔵貸館用配線用部材等(125,307円)。 

１７ 「アンケート」の結果では、「対象物件」については、今後の保存・活用を求める声が圧倒的に多かっ
た。 

１８ ボランティア活動のために調達した消耗品類は次のとおり。清掃用箒及び叩き(6,300円)・トイレ用洗
剤(258円)。 
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第5章 全国事例調査 

 

 本調査の実施に当たり、民間所有の「形成建造物」および同「指定候補」の活用に向

け、他地域における歴史的建造物の管理・運営の状況、これを活用する中で生じた課題、

各種事業を行う上での工夫点等に関する調査を実施した。 

調査の手法としては、まずアンケート形式にて実施し、全国から選定した住民組織と

自治体に対し、調査票を電子メールまたは郵便にて送付して回答を求めた。また、この

結果等を踏まえて、2箇所について現地調査を実施し、上記に関する、より正確な情報

の把握を行った。 

なお、住民組織へのアンケートについては「地域住民が主体となり歴史的建造物の保

存活用を行っている組織」（以下「住民組織」という）を独自の調査によって選定し、自

治体については、「歴史的風致維持向上計画」の認定都市、および前記「住民組織」が所

在する自治体を選定した。 

なお、設問については、前記のような視点に立って、「対象物件」の管理運営等を進め

る上で参考となると考えられる内容で作成した。なお、設問作成に際しては、国土交通

省担当官の指導を受けた。 

 

第1節 アンケート調査 

1 住民組織へのアンケート 

(1)調査対象の選定 

アンケート送付先は、「地域住民が主体となり歴史的建造物の保存活用を行っている組

織」であることを大前提として選定した。できうる限り「対象物件」の活用に携わるＷ

Ｇに類似した形態の組織を選択することとし、財政規模や構成人員等で、これと大きく

かい離すると見られる財団法人や社団法人、第 3セクター等は対象から除外した（住民
組織から財団法人へと発展した組織などについては、一部例外もある）。 
選択にはインターネット検索を利用し、上記の条件に合致し、連絡先が判明している

ところ、過去 1年間に活動が確認できるところを具体的な送付先として決定した。 
(2)回収状況 

平成 25年 1月 18日、全国 61件の住民組織に対し、調査票を電子メールおよび郵便
にて送付した。 
期日時点での回収率が、極めて低かったため、督促を進めるとともに、締め切り期日

を延長したが、最終的な回収数は、約半数の 31件にとどまった。 
(3)設問の内容 

住民組織向けの設問に関しては、「地域主体による歴史的建造物の維持・管理を進める

際の課題」を大枠のテーマとし、その上で、次の 4つの設問項目を設定した。 
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①設問一「組織が管理・運営している歴史的建造物及びその管理運営方式について」 

組織と歴史的建造物とのかかわりについて問うものであり、次の点に関わる 5つの質
問項目を用意した。 
・住民組織が管理・運営に関わる歴史的建造物の概要 
・所有者との契約内容 
②設問二「組織の概要について」 

組織の概要について問うものであり、次の点に関わる5つの質問項目を用意した。 
・組織形態・構成員・活動地 
・組織立ち上げの経緯 
・主な活動内容 
・直面している問題 
③設問三「行政その他の組織との連携等について」 

組織と他団体との関係について問うものであり、次の点に関わる 4つの質問項目を用
意した。 
・行政からの支援の有無と、過去に行政から受けた支援及び今後受けたい支援の内容 
・行政以外の組織との関係の有無と、対象組織との関係 
④設問四「資金の調達等について」 
組織の資金調達手段について問うものであり、次の点に関わる 5つの質問項目を用意
した。 
・歴史的建造物の保存活用における資金源 
・歴史的建造物を利用した事業の収益 
・近隣の施設との相互協力・役割分担 
・維持管理費・修繕費の節減方法 
(4)回答結果の集計 

以下、上記した各設問において、具体的に問うた内容・結果を集計し、その傾向等に

ついて整理することとする。 
なお、設問項目と問については、調査票に記した内容をそのまま転記した。 
 
①設問一「組織が管理・運営している歴史的建造物及びその管理運営方式について」 
 

問1 

貴組織が維持管理、保存・活用に関わっている歴史的建造物（以下「当該建造物」）について、名称をご
記入の上、保存種別等をご選択ください。複数ある場合は、代表的なものを3件ご記入ください。 
 

住民組織が関わる歴史的建造物の「保存種別」で、最も多かったのは、「国指定文化
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財」・「国登録有形文化財」の2種であり、「重要伝統的建造物保存区域内の建造物」、「未

登録」がそれに続く。それ以外の保存種別に大差はなく、「形成建造物」および同「指定

候補」は各1件のみであった。 

「所有者」としては、「国・自治体」と「個人」が突出しており、この二つで 8割以上
を占める。 
「貴組織の所有でない場合の管理方式」に関しては、「指定管理」が最も多く、「借用」

と「業務委託」が次ぐ。「借用」は有償であり、「無償委任」を選択した 1件は「借用」
を同時に選択していた（建造物内の一部を組織の事務所として借用）。 
 
問 2 



 - 49 - 

貴組織の所有でない「当該建造物」がある場合、その管理運営、活用等を行うに当たり、所有者との契
約や取決め等の内容において問題となった点がありますか。 
問 3 
問2で「ある」を選択された組織にお尋ねします。その具体的な内容をご記入ください。 
 

 
問 2に関しては、「ない」との回答が大半を占めた。 
「ある」を選択した 6団体のうち 5団体は、問 3において、維持・修繕などの費用負
担の問題を挙げている。もう 1団体は、契約・取決め等とは関係のない内容であったた
め、ここでは省略する。 
なお、「ない」を選択しつつも、欄外において、組織が維持・修繕費を負担している、

と回答した組織が 2件あった。こうした経費を住民組織側が負担している点について、
問題視する志向が見て取れる。 

 
問 4 
国または自治体の所有（公有）でない歴史的建造物の管理運営を行われている組織に質問します。「当該
建造物」について、公有化の要望を行っていますか。 

 
これについては、要望していない、とする組織が大半を占めた。要望している二つの

組織は、その理由について、いずれも「所有者が望んでいるため」としている。 
公有化については、その施策としての手法そのものに問題があることを指摘しておい
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たが、歴史的建造物の管理等に当たる住民組織の多くが、その必要性を認めていないこ

とは注目される。 
 
②設問二「組織が管理・運営している歴史的建造物及びその管理運営方式について」 
 

問 1 
貴組織の形態は、次のうちのどれに当てはまりますか。 

 

新規組織・既存組織ともに「NPO 団体（法人）」が過半数を占めた。歴史的建造物の
保存活用においては NPO が主体となる事が全国的に定番となっており、特に新たに活
動を起こす場合は NPO を組織する事が多いようである。既存組織は新規組織に比べ多
種多様の組織形態をとっている。 

 
問 2  

貴組織の構成員についてお尋ねします。 
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構成人数については、「41名～60名」のところが多く、40名を境に二分されている。
単独の回答数では、「81名以上」が最も多かった。 
平均年齢については、壮年以上に集中しており、60代が最も多い。その一方で、青年
層を選択した組織は、皆無であった。 
構成員の状況に関しては、「その他」が半数近くを占め、その中でも「定年退職者等」

と答える例が多い。これは平均年齢において、60代が最も多かったことと符合するとい
えよう。また、「その他」においては「主婦」と回答する例も多くみられた。残りの半分

は「専属の職員」と「兼務の職員」がほぼ同数で占めている。 
構成員の居住地に関しては、「当該建造物の所在地区内」「当該建造物の所在地区内と

その周辺」が半数近くを占めており、建造物の近所の住民を主体とする組織が多いこと

がわかる。 
 
問 3 
問 1で「『当該建造物』の維持管理、活用等のために新たに組織された法人・団体」を選択された組織に
お尋ねします。（該当しない場合⇒問 4へ） 
●組織立ち上げの経緯等について、簡単にご記入ください。 
●組織の活動形態（頻度・内容等）について、概要をご記入ください 

 

まず住民組織立ち上げの経緯については、千差万別のようであるが、そのうちいくつ

か見られる類例は、当該建造物を取り巻く状況が変化したことに由来するというもので

ある。具体的な回答例には、以下のようなものである。 
・文化財指定をきっかけに組織化を図った 
・当該建造物の改修工事後の保存・活用を危惧したため 
・自治体が所有している当該建造物の管理運営の受け皿が必要となったため 
このほか、「まちづくりを推進するため」という回答も目立った。こちらは、その目的
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の性格上、複数の建造物の活用に関わる住民組織の回答に多い。 
次に、組織の活動形態に関してもまた、千差万別であるが、回答のあった大半の住民

組織が定期的な公開を行っていると答えている。また、資料展、或いはコンサート・講

演会・体験学習のようなイベントを実施しているところが多い。 
組織の規模にも左右されるが、定期公開・特別展・イベント等を組み合わせて運営し

ているところが多い。また、他地域の歴史的建造物への研修旅行を実施している組織も

多い。 
 

問 4 
活動内容等において、現在、貴組織が抱えている課題はありますか。 
問 5 
問 4 で「ある」と回答された組織にお尋ねします。以下の中から該当する項目を選択し、その内容をご
記入ください。 

 
問４に関しては、ほとんどの住民組織が「ある」と回答している。 
課題の内容に関しては「構成員の不足、モチベーションの維持など人的な問題」「運営

資金の不足など経済的な問題」が特に多く、課題があると答えた組織の多くは、このど

ちらか、あるいは両方を選択している。 
ちなみに「所有者への対応にかかわる問題」を選択した組織は 2件のみであった。 
経済的な問題としては、「運営資金が潤沢でない」・「助成金の打ち切り」など、「人的

な問題」としては、「高齢化」・「ボランティアの不足」・「一部の人間に負担が集中してし

まっている」などが実例としてあげられている。その他の具体的な回答としては、「催事

のマンネリ化」、「PR不足」などがあげられている。 
 
③設問三「行政その他の組織との連携等について」 
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問 1   
「当該建造物」の維持管理、保存・活用に関し、行政から、これまでに受けた支援、または今後新たに
望む支援策がありますか。 
問 2 
問 1 で「ある」と回答された組織にお尋ねします。次の中からあてはまるものを選んでください（複数
回答可）。 

 

問１で、支援を受けたことがある、もしくは今後受けたい、と回答した住民組織は、

半数を超えた。 
問 2における支援策の具体例については、「経済的支援」が 3分の 1近くを占めたが、
その他の「組織的な支援」・「ソフト面での支援」・「人的支援」・「物的支援」は、ほぼ均

等の回答数であり、住民組織の要望が多岐にわたることがわかる。 
〔経済的支援〕 

 
これについては、すでに受けているという件数も多い。内容的には、「改修費」「公開・

活用のための経費」「維持修繕・管理費」の 3つの項目を選択する組織が多く、建物の保
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全と日々の活動に対しての援助を求める傾向が見える。その一方で、「税制面での優遇措

置」は 3件にとどまった。 
〔人的支援〕 

 
これに関しては、自治体側が未実施のところが多い、という結果が出た。回答は「職

員の動員・派遣」と「その他」に集まり、「その他」については、4件中 3件がボランテ
ィアガイドの募集や育成を具体例として記入していた。 
全体的には、講師や専門家といった教えを請う相手よりも、官民問わず、活用の現場

で働いてくれる人間を各組織が求めていることがうかがえる。 
〔物的支援〕 

 
これについては、「機材・物資の調達」と「活動場所の手配・提供」の 2択であり、特
に費用を要すると見られる前者に答えが集中した。 
〔組織的支援〕 
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すでに受けていると今後望むがほぼ半々の結果であり、内容的には「催事の共催・後

援等」が最も票を集めた。 
〔ソフト面での支援〕 

 

これについては、今後望むと答えた組織が半分を超えた。選択肢の中では「情報の提

供」「歴史的建造物に関する啓発活動の実施」が特に多く、情報の発信や提供に関する要

望が多い傾向にある。 
その一方で「研修会開催等の人材育成」「ノウハウの提供」はやや少なく、人や制度の

整備といった基礎固めよりも、PRを進めてゆくことを選ぶ組織が多い傾向にあることが
うかがえる。 
〔その他〕 

 
イベントの後援・活動場所の提供・メディアでの紹介など、トータルでの支援を受け

たことなどが事例としてあげられた。 
 
問 3 

貴組織は、行政を除く他の組織との協力関係を構築していますか。 

問 4 

問 3で「している」と回答された組織にお尋ねします。その組織の種別・協力内容をご記入ください。 
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他組織との協力関係を構築している組織が圧倒的に多く、相手先は「NPO団体（法人）」
が最も多かった。それと同等なのが「その他」であり、その対象は自治会、商工会、大

学など多岐にわたる。 
協力内容では「イベント共催・協力」の提携が最も目につくが、「情報発信・共有」な

どに関する提携を行っている組織も多い。 
 

④設問四「行政その他の組織との連携等について」 
 
問 1  
貴組織が、「当該建造物」の維持管理、活用等を行う上での資金源としているものについて、あてはまる
ものを選び（複数回答可）、その占める割合のもっとも大きいものについては、二つの□にチェックをお
願 いします。 

 
       ― 重要収入 通常収入 合計 

「当該建造物」を利用した事業による収益 10 9 19 

国・自治体の助成金・補助金 10 7 17 

構成員の会費 4 11 15 

寄付金 1 8 9 

その他 4 2 6 

民間組織等の助成金・補助金 1 3 4 

募金 0 2 2 

 
各組織における資金源において上位を占めているのは「「当該建造物」を利用した事業

による収益」「国・自治体の助成金・補助金」「構成員の会費」の 3種である。 
このうち組織の重要収入として認識されているのは「「当該建造物」を利用した事業に

よる収益」・「国・自治体の助成金・補助金」の 2種であり、「構成員の会費」を重要収入
と位置付ける組織は少ない。 
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国・自治体とは対照的に、「民間組織等の助成金・補助金」の回答はわずかにとどまっ

た。「寄付金」「募金」は実施している組織も少なく、重要収入と位置付けた組織もわず

かであった。 
「その他」の回答としては「委託費」と答える組織が多かった。 
 

問 2 
問 1で「『当該建造物』を利用した事業による収益」を選択された組織に質問します。次の中から実施し
ている事業を選び（複数回答可）、もっとも収益性が高いものについては、二つの□にチェックをお願い
します。（該当しない場合⇒問 4へ） 
問 3 

問 2で、もっとも収益性が高いとした事業について、その概要をご記入ください。 

 

      ― 重要事業 実施事業 総数 

有料イベント（講演会・コンサート・体験学習等） 6 8 14 

施設の有料公開 8 2 10 

貸館および貸室 3 6 9 

小売業（土産物や記念品等の物販） 1 7 8 

飲食業 1 4 5 

施設や周辺のガイド 2 2 4 

その他 1 2 3 

 
事業の実施種類はばらけているが、「有料公開」「有料イベント」が特に多い。重要事

業の選択率は前者の方が多く、「有料公開」を活用の基本と捉えている組織が多いことが

うかがえる。 
「小売業」・「飲食業」などを実施する組織も多いが、重要事業と位置付けている組織

は少数であった。事業概要で各種料金を参考とすると、一般公開の入館料は 500円前後
が相場だが、イベント参加費は 1000 円以上を徴収しているところが多いという傾向が
見えてくる。 

 
問 4 
近隣の施設との相互協力や役割分担等により、貴組織の活動内容を調節している例がありましたら、そ
の具体的な内容等をご記入下さい。 
 

貸館事業を実施している組織は、公民館等の公共施設との競合関係にあることも少な

くないようであり、「値段設定において不利なために夜間の貸し出しも実施している」・

「公共施設では実施できない営利目的の活動を認めている」といった差異を設けている
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ところもある。 
近隣に歴史的建造物がある場合、宣伝チラシの設置・共同イベント・場所の提供等と

いった相互協力を実施しているところも多い。 
 

問 5 
「当該建造物」の維持管理費・修繕費等を節減するために、工夫していることがありましたら、ご記入
ください。 

 
 最も多い回答は、清掃や簡易修繕を組織構成員・ボランティアによって実施するとい

うものである。回答の中には、「組織構成員内の専門家に修理を依頼する」・「ワークショ

ップや体験学習などのイベントも兼ねる」といったものも見られた。 
 また、貸館を主要事業としている組織では、利用者に使用後の清掃をお願いしている

との回答が見られた。これとは対照的に、短期リースによる宿泊事業を行っている組織

では、サービスを最優先して無理な節減をせず、清掃等は業者に依頼しているという回

答を得た。 
 

2 全国自治体へのアンケート 

(1)調査先の選定 

アンケート送付先としては、本市を除く歴史的風致維持向上計画の認定都市 35件、一
般自治体 33件を設定した。 
一般自治体は、１の住民組織向けアンケートの対象組織が所在する自治体を選定した

ものである。 
(2)回収状況 

認定自治体に対しては平成 25年 1月 18日に、一般自治体に対しては同月 21日に、
アンケートを電子メールおよび郵便にて送付した。最終的に 68件の自治体宛にアンケー
トを送付し、63件の回答を得た（認定自治体 32件、一般自治体 31件）。 
(3)設問の内容 

自治体向けアンケートは、「自治体が民有の指定候補の活用に取り組む際の課題」を大

枠の質問テーマとし、次の 2つの設問項目を設定した。 
①設問一「民有の歴史的建造物の活用等について」 
自治体と歴史的建造物とのかかわりについて問うものであり、次の点に関わる 9つの
質問項目を用意した。 
・民有の歴史的建造物の活用を進める際に採用している（もしくは採用を予定している）

方式 
・民有の状態で保存活用を進める際の行政の関与の仕方及び民間に一任する場合の形態 
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・活用を進めるうえでの課題 
・行政が担うべき役割 
・過去の公有化の有無とその実例 
②設問二「歴史的建造物の保存に取り組む住民組織と自治体との関係について」 
自治体と民有の歴史的建造物の活用に携わる住民組織とのかかわりについて問うもの

であり、次の点に関わる 5つの質問項目を用意した。 
・実施中・検討中の住民組織に対しての支援の有無とその内容 
・住民組織からの要望の有無とその具体的な内容 
・住民組織への支援、住民組織との連繋等に関しての課題 
 各質問の具体的な内容・結果とその傾向は以下に述べるとおりである。 
(4)回答結果の集計 

以下、上記した各設問において、具体的に問うた内容・結果を集計し、その傾向等に

ついて整理することとする。 
なお、設問項目と問については、1 の場合と同様、調査票に記した内容をそのまま転
記した。 
 
① 設問一「民有の歴史的建造物の活用等について」 
 
問 1 
貴自治体において、民有の歴史的風致形成建造物指定物件及び指定候補（※一般自治体は民有の歴史的
建造物）のうち、活用を進めている（または進めたいと考えている）物件がありますか。 

 
認定自治体（グラフでは以下「認定」と表記）・一般自治体（同様に「一般」と表記）

ともに活用を進めている（活用を検討している）ところが過半数を超えた。一般自治体

の方が、わずかではあるが活用を進めている（進めようとしている）物件が多い。 
 

問 2 
問 1 で「ある」と回答の自治体にお尋ねします。これを進める場合、採用している（採用したいと考え
ている）のは、どのような方式ですか。（複数回答可） 
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認定自治体・一般自治体ともに「公有化をしない」方式、特に「公有化せず、活用も

民間に一任する」を採用、もしくは今後採用しようとしているところが多かった。歴史

的建造物については、なるべく経済的・人的負担を抑えながらその保存活用を図りたい、

という考えを持つ自治体が多いようである。自治体の負担が特に大きいであろう「公有

化し、貴自治体が直営で管理する」の回答数が最も少なかったことは、その証左と言え

る。 
 
問 3 
問2で「4公有化しないが、活用に自治体が関与する」と回答の自治体にお尋ねします。この場合、行政
として関与している（または関与する必要がある）と考えているのは、どのような内容ですか。具体的
な事例を2件選んでご記入ください。 

 
7の認定自治体から 15物件、9の一般自治体から 14物件の回答があった。具体的な
物件としては神社仏閣、旧商業施設（演芸場・旅館）、産業遺産（工場・倉庫）、住宅、

旧公共施設（学校・駅舎）などが事例としてあがった。 
関与の仕方として最も多かったのは、自治体の広報などを通した「情報の発信・交換」

であった。また、解説案内板の設置など、改修や修繕ほど費用のかからない「施設整備」

の実施と回答する自治体も多かった。 
この 2つのほかに「観光資源として活用」・「展示協力」・「修繕」・「事務代行」などが、
具体的な回答としてあげられた。 

 
問 4 
問 2で、「5公有化せず、活用も民間に一任する」と回答の自治体に質問します。具体的な事例を 2件選
んで、その内容や方法等をご記入ください。 
 
11の認定自治体から 13物件、9の一般自治体から 14物件の回答があった。物件の種
類としては、認定・一般自治体ともに住宅（店舗兼含む）が多く、所有者が現在も居住
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しているところや、現役の店舗として機能しているところが少なくない。 
活用は、基本的に所有者・住民組織に任せているが、「補助金の紹介」、「保存修理の実

施」などの支援を行っている自治体もある。 
 

問 5 

民有の歴史的風致形成建造物・同指定候補の活用を進める上で課題はありますか 

問 6 

問 5で「ある」と回答の自治体にお尋ねします。その具体的な内容をご記入ください 

 

 
 
問 5に関しては、認定・一般自治体ともに、課題を抱えているところが大半をしめた。
一般自治体のほとんどが「ある」と答えたのに対し、認定自治体は 3割近くが「ない」
と回答しており、民有の歴史的建造物の問題に関しては、認定自治体の方が、いくぶん

先行しているようにも見受けられる。 
問 6の回答として最も多かったのは、修繕費・維持費・固定資産税など「所有者の財
政負担への対応が不十分」というものであった。これに関連して「行政の財源確保」も

問題としてあげられている。「所有者の理解」に関係する問題も多く、回答には、活用に

消極的、建造物に対する認識の隔たりがある、文化財指定等への同意形成が困難といっ

た事例が記されている。 
その他の回答の主なものは、次のとおりである。 
「行政がどこまで関与するか」「ノウハウの蓄積」「町並み保存への一体的な効果」「法

令（建築基準法・消防法）対策」「住居における公私の棲み分け」「地元との協議の方向

性」「土地・建物の所有権の問題」「建物存続の担保がない」「所有者の高齢化」「人材の

不足」「公有化による自主性の低下」 
 

問 7 
歴史的風致形成建造物・同指定候補を含む民有の歴史的建造物の活用のため、行政はどのような役割を
担う必要があると考えますか。あてはまるものを選んでください。（複数回答可） 
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 認定・一般自治体の回答の合計で最も多かったのが「NPO 団体（法人）・民間企業等
による活用の招致」、これに次ぐのが「自治会等の地域組織による活用の招致」で、上位

2つが「活用の招致」に関するものであった。自治会等の地域組織よりもNPO団体・民
間企業の方が選択数が多かったのは、前者よりも後者の方が、一般的に活動範囲が広い

こと、自治会等が行政と緊密な連携を有しており、もともとその活用招致には特別な手

法を要しないこと、等に起因することが想定される。ただ、認定自治体に関しては、自

治会等の地域組織の方が若干ながら NPO 団体・民間企業よりも回答数が多くなってお
り、これは認定自治体が一般自治体よりも、近隣住民を巻き込んだ「まちづくり」を意

識した施策の展開を意識しているためではないかとも思われる。 

3 番目に多かった回答は「管理運営に関わるボランティア等の育成・組織化」であっ
た。こちらは可能な限り経済的・人的負担を減らしたいという、先の問 2の回答から垣
間見られた自治体の希望の具体的なあらわれと言える。それは、人的支援の一形態であ

る「公費による管理人の配置など人的な面での支援」がわずか 4件の回答にとどまった
ことと表裏一体をなしている。 
 5 番目の「公有の歴史的建造物や近隣の公共施設との連携方式の検討・確立」の回答
数が、定番の支援策といえる 4番目の「運営資金の一部負担など経済面での支援」と同
等の回答を集めたのは注目され、民有の歴史的建造物と公共施設との連動による相互効

果を期待する自治体が多いことがうかがえる。また、「民有の歴史的建造物間における相

互連携組織の検討・確立」の回答数も少なくなく、「連携方式の検討・確立」に関わる回

答は、全回答の 2割以上を占める。 
 なお、「その他」においては、「活用への助言」・「所有者と活用希望者の仲介」・「建造
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物の技術面の相談」・「情報の提供と発信」・「観光客の誘致」などが具体例として挙げら

れた。 
 
問 8 
貴自治体が、歴史的建造物を公有化する場合の指針や基準等はありますか。ある場合、可能であれば、
関係する資料をご送付ください。 

 
公有化の指針・基準が設定されている自治体は回答のあった 63 件中 1 件のみであっ
た。「指定文化財のみ」、「公共施設として活用できる可能性があれば」といった回答を、

注釈の形で記す自治体は何件かあったが、明文化された指針や基準を設けている自治体

は、ほとんどないといえる。 
 
問 9 

貴自治体において、これまで歴史的建造物を公有化した事例がありますか。 

 
認定・一般自治体ともに公有化事例が「ある」方が多いという結果となった。 
 その理由として最も目立ったのは、「観光等の拠点施設として有効なため」という趣旨

のものであり、公有化後は観光案内所や地域の交流・拠点施設として活用するという回

答が多い。このほかにも、「立地条件の良さ」、「公有化にふさわしい由緒等を持つ」、「所

有者・地域住民らの要望や寄贈を受けたため」といった回答が見られる。 
いずれにせよ、多くの回答は、いくつかの理由を複合的に考えた結果、というものが

大半を占めた。 
 
② 設問二「歴史的建造物の保存に取り組む住民組織と自治体との関係について」 
 
問 1 
歴史的建造物の維持管理、保存・活用等に取組んでいるＮＰＯ団体やボランティア団体等の住民組織に
対し、貴自治体が現在行っている、または今後の実施を検討している、或いは検討すべき支援策があり
ますか 
問 2 
問 1 で「ある」と回答の自治体にお尋ねします。その内容について、次の中からあてはまるものを選ん




